
障がい福祉のしおり 

 
出 水 市 

令和５年度  

障がい者のための 

国際シンボルマーク 
ほじょ犬マーク 耳マーク 

障がい者が利用できる建物、施

設であることを明確に表すた

めの世界共通のシンボルマー

クです。 

身体障がい者補助犬同伴の啓

発のためのマークです。 

聞こえが不自由なことを表す、

国内で使用されているマーク

です。 

身体障がい者標識 聴覚障がい者標識 
視覚障がい者のための 

国際シンボルマーク 

肢体不自由であることを理由

に免許に条件を付されている

方が運転する車に表示するマ

ークです。 

聴覚障がいであることを理由

に免許に条件を付されている

方が運転する車に表示するマ

ークです。 

世界盲人会連合で 1984年に制

定された視覚障がい者のため

の世界共通のマークです。 



このしおりの各項目に関し、問い合わせ先・担当窓口を特に記載し

ていないものについては、下記へお問い合わせください。 

 
出水市役所 福祉課 障害福祉係 
〒８９９－０２９２ 

出水市緑町１番３号 
電 話 ０９９６－６３－４０４５ 

ＦＡＸ ０９９６－６３－４１２２ 

 

高尾野支所 総合市民課 市民福祉グループ 
〒８９９－０４９２  

出水市高尾野町大久保７番地 

電 話 ０９９６－８２－５４２２ 

ＦＡＸ ０９９６－８２－２３９９ 

 

野田支所 総合市民課 市民福祉グループ 
〒８９９－０５０１  

出水市野田町上名６０３４番地１ 

電 話 ０９９６－８４－４８１４ 

ＦＡＸ ０９９６－８４－２１５０ 

 
○ 出水地区の相談窓口 

障がい者やその保護者を対象に、日常生活や障害福祉サービスの利用などに

ついての相談を受けます。 

名       称 住  所 電 話 

出水市基幹相談支援センタ

ー集（つどい） 
出水市麓町２９番１号 ６８－１１１４ 

あいわの里支援センター 阿久根市脇本９１８５番地２ ７５－２４０１ 

出水市 福祉課 出水市緑町１番３号 ６３－４０４５ 

阿久根市 福祉課 阿久根市鶴見町２００番地 ７３－１２４０ 

長島町 福祉事務所 出水郡長島町鷹巣１８７５番地１ ８６－１１４６ 

 
「障がい」の表記について 

このしおりでは、法律名や定められた用語・組織名などの名称を除き、 

できるかぎり「障害」を「障がい」と表記することとします。 
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○　障害福祉制度一覧
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4 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
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1 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

2 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

3 ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

A1 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

A2 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
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1 ○ ○ ○ △ ※ ※ ○ ○ △

2 ○ ○ ○ ※ ※ ○ △
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要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要
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○・・・概ね対象　　△・・・状況により対象 ※・・・肥薩おれんじ鉄道のみ対象
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１ 障害者手帳 
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳は、各種の福祉制度を

利用するために必要なものです。  

（１）身体障害者手帳 

身体に障がいのある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。  

障がいの程度により重い順に１級から６級までに認定され、鹿児島県知事が

交付するものです。  

【対象者】  

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、  

肢体（上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能）、心臓機能、腎臓機能、  

呼吸器機能、肝臓機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、  

免疫機能に永続する障がいのある方 

 

【申請に必要なもの】  

   ○身体障害者手帳交付申請書※市役所に準備してあります。  

○身体障害者手帳診断書・意見書  

   様式は、市役所福祉課又は各支所総合市民課に準備してあります。  

   また、出水市ホームページからダウンロードできます。  

○写真１枚（縦４cm×横３cm で１年以内撮影のもの）  

○マイナンバーカード又はマイナンバー通知書  

○申請書を提出される方の身分証明書（免許証など）  

○印鑑 

 

 【提出先】  

   市役所福祉課  又は 各支所総合市民課  

  

【その他】  

➀１５歳未満の児童は、保護者が代わって申請することとなっています。  

   ②ＨＩＶ感染による免疫機能障がいにかかる申請については、代理申請又

は郵送による申請・交付が認められています。  

   ③手帳の申請から交付までは約 1 か月から 2 か月程度かかります。  

 

【手帳受領後に届出等が必要な場合と必要書類】  

 必要書類  

紛失又は破損したとき  再交付申請書・写真１枚 

障がいの再認定又は  

障がい程度の変更・追加があるとき  

再交付申請書・写真１枚 

身体障害者手帳診断書・意見書  

住所・氏名を変更したとき  変更届出書・身体障害者手帳  

死亡されたとき  返還届出書・身体障害者手帳  

  ※申請・届出書は市役所に準備してあります。  
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（２）療育手帳 

知的障がいのある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。  

障がいの程度によってＡ１（最重度）、Ａ２（重度）、Ｂ１（中度）、Ｂ２（軽

度）に認定され、鹿児島県知事が交付するものです。  

  

 【対象者】  

 鹿児島県北部児童相談所（鹿児島知的障害者更生相談所併設）で判定を受                     

け、知的障がい児・者と判定された方  

 

《問い合わせ先》  

鹿児島県北部児童相談所（鹿児島知的障害者更生相談所併設） 

住所 薩摩郡さつま町虎居７０４番地２   

北薩地域振興局さつま庁舎本館２階  

電話 ０９９６－２１－３１５０ 

 

【申請に必要なもの】  

○交付申請書※市役所に準備してあります。  

○写真１枚（縦４cm×横３cm で１年以内撮影のもの）  

○印鑑 

○マイナンバーカード又はマイナンバー通知書  

 

【提出先】  市役所福祉課  又は 各支所総合市民課  

 

【申請方法】  

鹿児島県北部児童相談所にて判定を受ける必要があります。 

※判定日が決まっていますので、必ず上記問い合わせ先に予約が必要です。 

㊟県による巡回相談は、出水市でも年４回実施されます。（要予約） 

・１８歳未満：５月、１０月、２月 

・１８歳以上：７月 

 

【手帳受領後に届出等が必要な場合と必要書類等】  

 必要書類等  

手帳に次の判定年月日が  

記載されているとき  

次の判定年月日までに鹿児島県北部児童相談

所で判定を受けてください。  

必要書類：療育手帳  

紛失又は破損したとき  再交付申請書、写真１枚  

住所・氏名・保護者を  

変更したとき  
変更届出書、療育手帳 

死亡されたとき  返還届出書、療育手帳 

   ※申請・届出書は市役所に準備してあります。  
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（３）精神障害者保健福祉手帳 

精神に障がいのある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。  
障がいの程度により１級から３級に認定され、鹿児島県知事が交付します。 

有効期間が２年であるため、更新手続きが必要となります。  
 
 【対象者】  

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社
会生活への制約がある方  
統合失調症、そううつ病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病及びその

他の精神疾患のすべてと発達障がい、高次脳機能障がいが対象となります。  
    ㊟知的障がいは、療育手帳となります。  

 
【申請に必要なもの】  
《診断書申請の場合》  
○障害者手帳申請書  ※市役所に準備してあります。  
○写真１枚（縦４cm×横３cm で１年以内撮影のもの）                   

     ○マイナンバーカード又はマイナンバー通知書  
    ○申請書を提出される方の身分証明書（免許証など）  

○印鑑 

○診断書（精神障害者保健福祉手帳用）  ※市役所に準備してあります。  

㊟初診から６ヶ月経過した日以降の診断書に限ります。  

 

《精神障がいを理由に受給している障害年金証書の写しによる申請の場合》  
○障害者手帳申請書  ※市役所に準備してあります。  
○写真１枚（縦４cm×横３cm で１年以内撮影のもの）  
○マイナンバーカード又はマイナンバー通知書  

    ○申請書を提出される方の身分証明書（免許証など）  

○印鑑 

○同意書  ※市役所に準備してあります。  
○障害年金証書  
○障害年金・給付金が現に支払われていることを証明するもの  

（例：障害年金払込通知書、障害年金振込通知書、通帳など）  

 
【提出先】  
  市役所福祉課  又は 各支所総合市民課  

 

【手帳受領後に届出等が必要な場合と必要書類】  

        必要書類  

２年ごとの更新  

（有効期限満了の３ヶ月前

から申請できます。）  

精神障害者保健福祉手帳  

新規申請の場合と同じ※写真は必要ありません。 

紛失又は破損したとき  再交付申請書、写真１枚、印鑑  

住所・氏名を変更したとき  変更届出書、精神障害者保健福祉手帳、印鑑  

死亡されたとき  死亡届出書、精神障害者保健福祉手帳  

  ※申請・届出書は市役所に準備してあります。  
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２ 医療費の給付・助成 

 

（１）自立支援医療（更生医療・育成医療） 

障がいの軽減や回復させるために必要な医療を受ける場合に、医療費の一部

を公費で負担します。  

①   更生医療（１８歳以上） 

身体に障がいのある方に対し、障がいを除去又は軽減し、日常生活能力

や職業能力の回復又は獲得（更生）を得るために必要な医療の給付を行い

ます。 

 
【対象者】  
１８歳以上の身体障害者手帳所持者で、医療により障がいを軽減又は機
能の維持が保たれるなどの効果が期待でき、身体障害者更生相談所の判

定の結果、必要と認められた方  
  
【主な医療内容】  
角膜手術、人工内耳手術、人工喉頭手術、人工関節手術、心臓手術、  
人工透析、小腸手術、抗ＨＩＶ療法、肝臓移植術後の抗免疫療法  

 
【所得制限】  
一定所得以上の世帯に属する方で高額治療継続者（「重度かつ継続」）に
該当しない場合は、公費負担対象外となります。  
 
【負担費用】  
原則として医療費の１割負担  
 ※世帯の所得水準に応じて、１月あたりの負担に上限額を設定します。 
   
【申請に必要なもの】  
○自立支援医療費支給認定申請書※市役所に準備してあります。  

○同意書※市役所に準備してあります。  
○身体障害者手帳    
○意見書（指定医療機関作成のもの）※病院・市役所に準備してあります。   
○健康保険証    ○特定疾病療養受療証     

 ○年金振込通知書又は年金額のわかるもの※市町村民税非課税の方のみ  
 ○マイナンバーカード又はマイナンバー通知書  
 ○申請書を提出される方の身分証明書（免許証など）  ○印鑑 
  

【提出先】  
 市役所福祉課  又は 各支所総合市民課  
【その他】  
 障害者手帳を持っていない方でも、緊急手術（「緊急手術を要する心
臓機能障がい」、「直ちに人工透析・腹膜透析を実施しなければならない
腎臓機能障がい」、「緊急に医療開始が必要な免疫機能障がい」）の場合
は、身体障害者手帳の交付申請と同時に申請することもできます。  
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② 育成医療（１８歳未満） 

   身体に障がいのある児童に対し、指定医療機関において生活の能力

を得るために必要な医療（治療用装具を含む）の給付を行います。  

 

【対象者】  

 保護者が出水市に住所を有する１８歳未満の児童で、身体に障がい

がある児童、又は現存する疾患を放置すると将来において障がいを残

すと認められる児童であって、その身体障がいを除去、軽減する手術

等の治療によって確実に効果が期待できる者  

 

【対象となる障がいの範囲】  

視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障が

い、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓

の機能障がい、その他の内臓機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫機能障がい 

 

【主な治療内容】  

先天性股関節脱臼、斜視、外耳奇形口蓋裂、心室中隔欠損症、慢性腎

不全、肛門閉鎖等に関する医療など  

 

【所得制限】  

 一定所得以上の世帯に属する児童で高額治療継続者（「重度かつ継続」）

に該当しない場合は、公費負担対象外となります。  

 

【負担費用】  

原則として医療費の１割負担  

 ※世帯の所得水準に応じて、１月あたりの負担に上限額を設定します。 

   

【申請に必要なもの】  

○自立支援医療費支給認定申請書※市役所に準備してあります。  

○同意書※市役所に準備してあります。  

○意見書（指定医療機関作成のもの）※病院・市役所に準備してあります。  

○健康保険証  

○マイナンバーカード又はマイナンバー通知書  

○申請書を提出される方の身分証明書（免許証など）  

 ○印鑑 

 

【提出先】  

  市役所福祉課  又は 各支所総合市民課  
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③ 自立支援医療（精神通院医療） 

精神疾患のため継続的な通院医療が必要な方に対し、医療費の一部を

公費で負担します。  

【対象者】  

 精神疾患の治療のために継続的な通院治療を受けている方  

   

【有効期間】  

 １年間（毎年更新手続きが必要です）  

 

【負担費用】  

 原則として医療費の１割負担  

 ※世帯の所得水準に応じて、１月あたりの負担に上限額を設定します。 

   

【更新申請】  

 ２年に１度診断書の提出が必要です。有効期限の３か月前から手続き

ができます。例：７月３１日までの場合、５月１日から申請可能です。 

 

【所得制限】  

 一定所得以上の世帯に属する方で高額治療継続者（「重度かつ継続」）

に該当しない場合は、公費負担対象外となります。  

 ㊟世帯の範囲：受給者と同じ医療保険に加入している家族全員分  

 

【申請に必要なもの】  

○自立支援医療費支給認定申請書※市役所に準備してあります。   

○同意書※市役所に準備してあります。  

○診断書※病院・市役所に準備してあります。  

○健康保険証  ○「重度かつ継続」の意見書  

○年金振込通知書又は年金額のわかるもの※市町村民税非課税の方のみ  

○マイナンバーカード又はマイナンバー通知書  

○申請書を提出される方の身分証明書（免許証など）  ○印鑑  

 

【提出先】  

  市役所福祉課  又は 各支所総合市民課  
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（３）重度心身障害者医療費助成 

病院などで受診した時の医療費（保険診療分）の自己負担額を助成します。 

ただし、入院時の食費負担、生活療養費負担（標準負担額）、予防接種等

は、自己負担となります。  

対象者 

①   身体障害者手帳１・２級の方  

②   身体障害者手帳３級であり、かつ、療育手帳Ｂ1 の方 

③   療育手帳Ａ１・Ａ２の方  

④   療育手帳Ｂ１で知能指数が３５以下と判定された方  

申請方法 

（資格登録）  

保険証、預金通帳の写し、印鑑を持参のうえ、福祉課又は各

支所で手続きを行ってください。  

（助成に関する手続き）  

所定の申請書に医療機関からの領収書を添付、又は証明を受

けて福祉課へ提出してください。（支所でも可）  

提出の翌月に登録した本人名義の預金口座に振り込みます。 

※ 申請期限は、診療月の翌月から起算して２年以内です。  

※ 振込口座がゆうちょ銀行の場合、振込用の店名・預金種目・

口座番号が必要です。 

 

（４）後期高齢者医療制度 

後期高齢者医療制度は７５歳以上の方が対象ですが、６５歳から７４歳の

方で一定の障がいがある方は、申請により、後期高齢者医療制度の被保険者

となることができます。  

対象者 

①   身体障害者手帳１～３級・４級の一部（※）をお持ちの方  

※４級の一部とは、次のいずれかに該当される方  

・音声・言語・そしゃく機能障がい４級 

・下肢機能障がい４級の 

１号（両下肢のすべての指を欠くもの）  

３号（１下肢を下腿の 2 分の１以上で欠くもの）  

４号（１下肢の機能の著しい障がい） 

②   療育手帳Ａ１・Ａ２の方  

③   精神障害者保健福祉手帳１級・２級の方  

担当窓口 市役所市民生活課 保険年金係 電話 ６３－４０４１  
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（５）小児慢性特定疾病 

小児期における慢性疾病のうち、特定の疾病について医療費の自己負担分

の一部を補助するものです。  

対象者 

１８歳未満で次の疾患をお持ちの方（１６疾患群）  

 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、  

内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、  

免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝  

子に変化を伴う症候群、皮膚疾患群、骨系統疾患、脈管系  

疾患  

問い合わせ先  出水保健所   電話 ６２－１６３６  

 

 

 

（６）特定疾患治療研究事業 

難病のうち、国の指定する特定疾患について、医療費の自己負担分の一

部を補助するものです。  

対象者 

国が「特定疾患治療研究事業」の対象としている疾患  

（４疾患）をお持ちの方  

 スモン、プリオン病のうちヒト由来乾燥硬膜移植によるク

ロイツフェルト・ヤコブ病、難治性肝炎のうち劇症肝炎、

重症急性膵炎  

問い合わせ先  出水保健所   電話 ６２－１６３６  

 

 

 

 （７）難病にかかる「新たな医療費助成制度」 

平成 27 年 1 月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行

され、難病の方への新たな医療費助成制度が始まり、医療費助成制度の対

象となる疾病（指定難病）が拡大されました。  

令和３年１１月１日時点での指定難病…３３８ 

問い合わせ先  出水保健所   電話 ６２－１６３６  
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3 税金の控除・減免 

 

（１）所得税・市県民税（障害者控除等） 

手帳所持者が、納税者自身又は同一生計配偶者や扶養親族である場合に、

次のとおり所得税と市県民税の控除が受けられます。  

また、障がい者が相続により財産を取得する場合、手帳の等級に応じて控

除が受けられます。  

 控除額 対 象 者 

障害者控除 
所得税  ２７万円 
市県民税 ２６万円 

身体障害者手帳３～６級 
療育手帳Ｂ１、Ｂ２ 
精神障害者保健福祉手帳２級、３級 

特別障害者 
控除 

所得税  ４０万円 
市県民税 ３０万円 

身体障害者手帳１、２級 
療育手帳Ａ１、Ａ２ 
精神障害者保健福祉手帳１級 

その他 

個人事業税 非課税 

重度の視力障がいのある方（失明又は
両眼の視力が０．０６以下の視力障が
いのある方）があんま、はり、灸、マッ
サージ等に関する事業を行う場合 

相続税  
※控除額は税務署にお

問い合わせください。 

障がい者が相続により財産を取得した
場合 

【問い合わせ先】  

《所得税・相続税》出水税務署      電話 ６２－０２００  

《個 人 事 業 税》北薩地域振興局県税課   電話 ０９９６-２５-５２０２ 

《市 県 民 税》市役所税務課     電話 ６３－４０３１ 

 

（２）非課税制度  

 ① 贈与税 

 特別障がい者に対する一定の贈与については、非課税となります。  

【問い合わせ先】  

  出水税務署  電話 ６２－０２００ 

 ② 預金利子 

   マル優、特別マル優、郵便貯金の利子非課税制度を利用できます。 

【問い合わせ先】  

    ご利用している各金融機関にお問い合わせください。  
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（３）自動車に関する税等の課税免除等 

手帳所持者で一定の要件に該当する場合、自動車税、軽自動車税、自動車

取得税の減免が受けられます。  

○対象者 

 
運 転 者 車の  

名義  本  人 生計同一者  

身

体

障

が

い

者  

 

視 覚 障 が い １～３級、４級の１  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

生
計
同
一
者
の
名
義
で
も
可
） 

障
が
い
者
本
人
（
た
だ
し
、
本
人
が
１
８
歳
未
満
の
場
合
は 

聴 覚 障 が い ２～３級 

平 衡 機 能 ３級 

音 声 機 能 ３級（喉頭摘出者に限る） 

上肢不自由 
1 級，2 級の 1 及び 2 級の 2 

（全指の機能全廃は該当しません）  

下肢不自由 １～６級 

１～２級、３級の１  
１～６級かつ異なる部
位との障がい等級の合
算判定が２級以上  

体幹不自由 
１～３級、 

５級 
１～３級  

乳 幼 児 期 以
前 の 非 進 行
性 脳 病 変 に
よ る 運 動 機
能障がい 

上 肢 
機 能 

１～２級 
（一上肢にのみ障がいがある場合を除く） 

移 動 
機 能 

１～６級 
１～３級  

（一下肢にのみ障がい
がある場合を除く）  

心臓機能、腎臓機能  
呼吸器機能、膀胱直
腸機能、小腸機能  

１級、３級 

免疫、肝臓機能  １～３級 

知的障がい者  療育手帳Ａ１、Ａ２  
生
計
同
一
者

本
人
ま
た
は 

精神障がい者  精神障害者保健福祉手帳１級  

※２つ以上障がいがある場合は、それぞれの障がいの等級により判定されます。 

○自動車税課税免除等上限額  

環境性能割（旧：取得税） ７５，０００円（軽自動車 ５０，０００円） 

種別割（旧：自動車税）  ５１，７００円（軽自動車 １２，９００円） 

※上限額を超える差額は、自己負担となります。 

【登録できる台数】  

   障がいのある方 1 人につき 1 台 
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【対象となる範囲】  

① 障がいのある方が運転する車  

②  生計同一者又は常時介護者が専ら障がい者の通院･通学･通所･通

勤･生業のために利用する車 

《生計同一者》  

同一住所に居住している方で、月 1 回以上の通院等が必要です。  

《常時介護者》  

単身又は世帯員全員が障がい者である方を、通院等のために継続的

(１年以上)かつ日常的(週 3 回以上)に利用する必要があります。  

  

【手続きに必要なもの】（市税務課、北薩地域振興局県税課に提出する書類） 

《本人が運転する場合》  

① 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳  

② 車検証 

③ 運転者の運転免許証  

  《生計同一者・常時介護者が運転する場合》  

上記の《本人が運転する場合》の①～③に加え  

④ 生計同一証明書・常時介護証明書（市福祉課で発行します。） 

              ↓  

◎生計同一証明書・常時介護証明書に必要なもの（市福祉課に提出する書類）  

  ① 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳  

② 車検証 

※新車購入の場合は、必要ありません。  

※中古車を購入する場合、車台番号がわかる書類が必要です。 

③ 運転者の運転免許証  

④ 通院･通学･通所･通勤証明書※市役所に準備してあります。  

   ⑤ 申立書※市役所に準備してあります。  

   ⑥ 印鑑 

 

【問い合わせ先】  

《軽自動車》市役所税務課 課税係 電話 ６３－４０３１ 
《普 通 車》北薩地域振興局 県税課  

電話 ０９９６-２５-５２０２(代表) 
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４ 公共料金などの割引・助成 

 
（１）公共交通機関 

  

①JR 運賃 

身体障害者手帳又は療育手帳所持者等は、ＪＲの経営する鉄道、航路及び

バスの運賃が次のとおり割引されます。  

なお、表中の「第１種」「第２種」は、手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃

減額欄に記載されています。  

＜対象者＞ 

○ 第 1 種 

対  象 種  類 割引率 備   考 

本人（単独時）  普通乗車券 ５０％ 
片道１００㎞を超える場合のみ 

（バスは距離制限なし） 

本 人 

（介護者同伴） 

及び 

介護者１名 

普通乗車券 

５０％ 
距離制限なし  

定期乗車券 

回数乗車券 

普通急行券  

バス定期券  ３０％ 

 

○ 第 2 種 

対  象 種  類 割引率 備   考 

本人（単独時）  普通乗車券 ５０％ 
片道１００㎞を超える場合のみ 

バスは距離制限なし 

１２歳未満の  

障がい児及び 

介護者 1 名 

定期乗車券 ５０％ 
定期券利用の場合のみ 

バス定期券  ３０％ 

＜利用方法＞  

乗車券等を購入されるときに、駅の窓口で身体障害者手帳又は療育手帳

を提示してください。（※手帳再交付時などに発行する証明書等では受け

付けないようです。必ず手帳の原本を提示してください。） 

＜問い合わせ先＞   

JR 九州 案内センター  ０５７０－０４－１７１７  
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②肥薩おれんじ鉄道 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者は、運賃が次

のとおり割引されます。  

対象 条件 割引率 

第１種 
単独でご利用になる場合  

１００km 以内 割引なし 

１００km を超える  ５割引 

介護人１名同伴する場合  乗車距離の条件なし  各５割引 

第２種 
単独でご利用になる場合  

１００km 以内 割引なし 

１００km を超える  ５割引 

※介護者の割引はありません。  

〈問い合わせ先〉 肥薩おれんじ鉄道  ０９９６－６３―６８６０  

 

③その他の交通機関運賃 
ＪＲ、肥薩おれんじ鉄道以外の交通機関でも、次のとおり割引があります。 
なお、表中の「第１種」「第２種」は、手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃

減額欄に記載されています。  

交通機関 割引率 割引対象者 手続方法等 

バ ス ５０％ 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳所持者  
第１種障がい者と同乗する介護人  乗務員に手帳を呈

示してください  

タクシー １０％ 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳所持者  

国 内 

航 空 
不 定 

１２歳以上の身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健福祉手帳所持
者 
１２歳以上の第１種障がい者と同乗
する介護人  

航空券販売窓口で
手帳を呈示してく
ださい 
  
 

 

④タクシー利用料助成（市単独事業） 
重度の心身障がい者（児）が、外出のためにタクシーを利用する場合に、

年間６，０００円分（５００円×１２枚）を限度として、タクシー利用券を
交付します。  

対象者 

※在宅の方  

①   身体障害者手帳１・２級の方  

②   療育手帳Ａ１・Ａ２の方  

③   精神障害者保健福祉手帳１級の方  

申請方法 
手帳と印鑑を持参のうえ、福祉課又は各支所で申請してく

ださい。 

割引率は、事業
者・路線・時期等
で異なります 
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⑤有料道路 

身体障害者手帳又は重度(A1･A2)の療育手帳所持者は、有料道路料金の

割引があります。割引を受けるためには事前に登録が必要です。  

また、有効期間が２年のため、２年毎に更新が必要です。 

※更新申請は有効期限の２か月前からできます。  

 【割引率】  

  ５０％  （各時間帯割引の条件を満たす場合でも、時間帯割引と重複して  

適用されません。）  

 【対象者】  

①   身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転する場合  

②   手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第１種」と記載されて 

いる身体障害者手帳所持者又は A1・A2 の療育手帳所持者が乗車し、

その移動のため介助者が運転する場合 

 【対象自動車の範囲】  

障がい者１人につき１台を事前に登録できます。 

 本人又は本人の親族等名義のもので、業務用以外の乗用自動車・ライト

バン・身障者輸送車両等 

※ 自動車を事前に登録されない場合でも、要件を満たす自動車が割引の

対象となります。 

【申請に必要なもの】  

《ＥＴＣを利用しない場合》 

① 身体障害者手帳又は療育手帳  

② 車検証（自動車を事前登録する場合）  

③ 運転免許証（障がい者本人が運転する場合）  

④ 有料道路障害者割引申請書※市役所に準備してあります。 

《ＥＴＣを利用する場合》  

上記の①～④に加え、 

⑤ ＥＴＣカード（原則、障がい者本人名義のもの）  

㊟１８歳未満の重度障がい者（身体障害者手帳の第１種又は

療育手帳Ａ１・Ａ２）の割引利用の場合に限り、親権者又は法

定後見人名義のＥＴＣカードも対象となります。  

⑥ ＥＴＣ管理番号の確認できるもの（ETC 車載器ｾｯﾄｱｯﾌﾟ証明書等） 

    ※ ＥＴＣを利用する場合は、必ず自動車の事前登録が必要です。  

    ※ ＥＴＣを利用する場合は、オンラインによる申請もできます。 

【申請方法】 

必要書類を持って、福祉課又は各支所総合市民課で手続きしてください。 

ＥＴＣを利用する場合は、証明書を発行しますので、有料道路事業所に送

付してください。※登録には３週間程度かかります。 

【問い合わせ先】  

有料道路ＥＴＣ割引登録係    電話 ０４５－４７７－１２３３  

市役所福祉課 障害福祉係  電話 ６３－４０４５ 
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（２）NHK 放送受信料の減免 

次の事項に該当する方は、ＮＨＫ放送受信料（BS も含む）の全額免除又

は半額免除を受けることができます。  

全額免除  半額免除（世帯主が①・②の場合）  

障害者手帳をお持ち

で、同じ家に住んで

いる方全員が市民税

非課税の場合  

①  視覚・聴覚障がい者が世帯主で、受信契約者の場合  

②  身体障害者手帳（１級又は２級）、療育手帳（Ａ１・

Ａ２）、精神障害者保健福祉手帳（１級）をお持ち

の方が世帯主で、受信契約者の場合 

 

＜手続き方法＞  

福祉課発行の証明書をＮＨＫに提出してください。  

 

＜問い合わせ・書類提出先＞ 

〒８９２－８６０３  鹿児島市本港新町４－６ 

ＮＨＫ鹿児島放送局   

電話 ０５７０-０７７-０７７ 

 

（３）ＮＴＴ番号案内  

電話帳利用が困難な視覚・上肢等に障がいのある方、知的又は精神障がい

のある方は、ＮＴＴの番号案内（１０４）が無料で利用できます。  

対象者 

①   身体障害者手帳所持者のうち、次の障がいがある方 

◎視覚障がい １～６級 

◎肢体不自由者１・２級のうち、上肢、体幹又は乳幼児  

期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの方 

◎聴覚障がい ２～４，６級  

◎音声、言語またはそしゃく機能障がい  ３，４級 

② 療育手帳所持者  

③ 精神障害者保健福祉手帳所持者  

手続方法 
フリーダイヤル 0120-104174 に電話し、暗証番号等

を登録する。 

問い合わせ先  ＮＴＴ西日本 0120-104174 
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（４）携帯電話基本使用料等 

  次の対象者は、携帯電話基本使用料等の割引があります。 

対象者 
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の  

いずれかの所持者  

事業者 
株式会社 NTT ドコモ、 KDDI 株式会社（au 携帯電話）、 

ソフトバンクモバイル株式会社  等 

割 引 割引サービスは携帯電話会社各社で異なります。  

手 続 携帯電話会社 各支店窓口等にお尋ねください。  

  

（５）視覚障がい者用録音テープ等の郵便料 

  広報いずみをカセットテープに録音して、希望者にお届けしています。  

希望される場合は、福祉課にご連絡ください。  

  なお、郵送する録音テープ等の郵便料は、無料となります。 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 

 

（６） 市の体育施設等の使用料 

  次の体育施設等で使用料等が５割減額又は全額免除されます。  

対象者 
身体障害者手帳・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳の所持者  

身体障害者手帳・療育手帳・精
神障害者保健福祉手帳及びそ
の介助者１人  

施設 

マルマエスポーツセンター出水
（総合体育館）、市民プール、総
合武道館、出水弓道場、出水屋内
ゲートボール場、陸上競技場、ブ
ルーチップスタジアム（野球
場）、庭球場、野外ステージ、総
合運動公園多目的広場、西出水
運動公園、出水運動公園、米ノ津
運動公園、加紫久利公園、荘運動
場、高尾野運動場、高尾野武道
館、高尾野体育館、高尾野きらめ
きドーム、高尾野工業団地運動
場、高尾野多目的運動場、江内体
育館、江内運動広場、野田体育
館、野田武道館、野田弓道場、野
田運動場 

出水市ツル博物館  

クレインパークいずみ  

 

出水市ツル観察センター  

 

出水麓歴史館  

手続 
各施設の使用申請の際、施設管
理者にご相談ください。 

入館の際に手帳を呈示して  
ください。 

減額・ 

免除 
本市市民に限り５割減額  全額免除（入館料）  
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５ 年金・手当等 

 

（１）障害基礎年金等 

初診日（障がいの原因となった病気やけがについて、医師又は歯科医師の

診療を受けた日）において、公的年金（※）に加入している方又は公的年金

に加入していない２０歳未満や日本国内に住所のある６０歳以上６５歳未

満の方で、その病気やけがで障がいの状態になったとき、いずれも一定要件

を満たす場合に障害基礎年金等が支給されます。  

なお、初診日において国民年金以外の公的年金（厚生年金等）に加入中の

方は、障害年金の種類や金額等が異なりますので、詳しくはお問い合わせく

ださい。 

※公的年金：国民年金、厚生年金、共済年金等  

 

年金額 

障害基礎年金  

（年額）R５年度 

１級 ９９３，７５０円 

２級 ７９５，０００円 

※障害年金の等級は、各種障害者手帳の等級とは異な

ります。 

問い合わせ先  
市役所市民生活課  保険年金係 電話 ６３－４０４１ 

川内年金事務所   電話 ０９９６-２２-５２７６（代表） 

 

（２）特別障害者手当・障害児福祉手当 

身体又は精神に重度の障がいがあるため、日常において常時の介護を必要

とする方に、手当を支給します。（所得制限及び在宅等の要件があります。） 

※障害認定の公正を期すため、有期認定があります。（約２～３年）  

 
特別障害者手当  

（２０歳以上）  

障害児福祉手当  

（２０歳未満）  

手当額（R4）  月額２７，９８０円 月額１５，２２０円 

手当支給日 
５月、   ８月、   １１月、  ２月 の各１０日  

(2～4 月分)、(5～7 月分)、(8～10 月分) 、(11～1 月分) 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 
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◎特別障害者手当 

20 歳以上で、身体又は精神に著しく重度の障害の状態にあるため、日常

生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に手当を支給します。 

 

【対象者】 

 次の①から⑦の障害が２つ以上あるか、それと同程度以上の状態の方  

 

【支給制限】  

 次の場合には手当が受けられません。  

  ・障害者支援施設、老人福祉施設等に入所している 

・病院等に継続して３か月を超えて入院している 

・受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定 

額以上あるとき（受給資格者の所得には、非課税である障害基礎年金  

等を含む） 

 

【申請に必要なもの】  

  ○身体障害者手帳・療育手帳（お持ちの方のみ）  

  ○預金通帳の写し（本人名義）  

  ○特別障害者手当認定診断書  

  ○年金受給者の方は証書（本人のみ）  

  ○個人番号がわかるもの（マイナンバーカード等）  

  ○印鑑 

 

 

①  両眼の視力の和が０．０４以下のもの  

②  両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの  

③  
両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若

しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの  

④  両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの  

⑤  
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない

程度の障害を有するもの  

⑥  

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要と

する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁

ずることを不能ならしめる程度のもの  

⑦  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの  
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◎障害児福祉手当 

20 歳未満で、身体又は精神に著しく重度の障害の状態にあるため、日常

生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に手当を支給します。 

 

【対象者】 

 次の①から⑩の障害いずれかに該当する方  

 

【支給制限】  

 次の場合には手当が受けられません。  

  ・障害児施設に入所している  

・障害を支給事由とする公的年金を受けている  

・受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定 

額以上あるとき 

 

【申請に必要なもの】  

  ○身体障害者手帳・療育手帳（お持ちの方のみ）  

  ○預金通帳の写し（本人名義）  

  ○障害児福祉手当認定診断書  

  ○個人番号がわかるもの（マイナンバーカード等）  

○印鑑 

 

①  両眼の視力の和が０．０２以下のもの  

②  両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの  

③  両上肢の機能に著しい障害を有するもの  

④  両上肢のすべての指を欠くもの  

⑤  両下肢の用を全く廃したもの  

⑥  両大腿を２分の１以上失ったもの  

⑦  体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの  

⑧  

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とす

る病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずる

ことを不能ならしめる程度のもの  

⑨  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの  

⑩  
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状

態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの  
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 （３）特別児童扶養手当 

２０歳未満の身体又は精神に中度又は重度の障がいのある児童を養育し

ている父母あるいは父母に代わって児童を養育している方に対し、鹿児島

県が決定し、手当を支給します。（所得制限及び同居等の要件があります。） 

手当額（R4）  
１級（重度）月額５３，７００円  

２級（中度）月額３５，７６０円  

手当支給日 
４月、   ８月、   １１月   の各１１日  

(12～3 月分)、(4～7 月分)、(8～11 月分) 

申請に 

必要なもの 

・請求者と対象児童の戸籍謄本  

・対象児童の身体障害者手帳又は療育手帳  

  ※交付を受けていない場合は必要ありません。  

・診断書（市役所に準備してあります）  

・振込口座申出書（市役所に準備してあります）  

・通帳の写し  

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知書  

・身分証明書（免許証等）  

・印鑑 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 

   

（４）心身障害者扶養共済 

障がい者の保護者が加入できる共済です。保護者が死亡したり、重度障が

いになったときに、残された障がい者に年金が支給されます。  

対象者 

次の①から③までのいずれかの障がい者を扶養している、  
６５歳未満の保護者（４月１日現在）  
① 療育手帳所持者  
② 身体障害者手帳１～３級の方  
③ ①又は②と同程度の障がいを持つ方  

年金額 
１口加入者  月額２万円 

２口加入者  月額４万円 

掛 金 
加入者の年齢に応じて月額９，３００円～２３，３００円  
（世帯の所得状況により減額される場合があります）  

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 
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 ６ 社会参加の促進 

 

（１）駐車禁止除外指定車の許可 

次の等級の身体障害者手帳又は療育手帳所持者自身が車を運転する場合、

又はこれらの障がい者を同乗させて運転される家族については、駐車禁止、

駐車時間制限の対象から除外されます。（ただし、これらの障がい者は自力で

歩行が困難な方。対象者１人あたり１台に限る。３年ごとの更新が必要） 

障がいの区分 障がいの級別 

身 
 

体 
 

障 
 

が 
 

い 
 

者 

視覚障がい １級から４級の１  

聴覚障がい ２級及び３級  

平衡機能障がい ３級 

上肢不自由 １級から２級の２  

下肢不自由 １級から４級  

体幹不自由 １級から３級  

乳幼児期以前の非進行性の脳病変

による運動機能障がい 

上肢機能：１級及び２級(１上肢のみに

運動機能障がいがある場合を除く） 

移動機能：１級及び２級 

ぼうこう又は直腸の機能障がい  １級から４級  

心臓機能障がい、じん臓機能障がい、

呼吸器機能障がい、小腸機能障がい、

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機

能障がい、肝臓機能障がい  

１級から３級  

知的障がい者 Ａ、Ａ１、Ａ２ 

精神障がい者 １級 

色素性乾皮症の患者  － 

必要書類等 障害者手帳、運転者の免許証、車検証、印鑑  

問い合わせ先  出水警察署  電話 ６２－０１１０  
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（２）鹿児島県身障者用駐車場利用証制度 

（パーキングパーミット制度） 

公共施設や店舗などさまざまな施設に設置されている身障者用駐車場を

適正にご利用いただくため、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・

高齢者・難病患者・妊産婦・けが人のうち歩行が困難と認められる方に対し

て、県内共通の「身障者用駐車場利用証」を交付することで、本当に必要な

方のための駐車スペースの確保を図る制度です。  

【対象者】  

障がい区分 対象等級  

身 
 

体 
 

障 
 

が 
 

い 
 

者 

視覚障がい ４級以上 

平衡機能障がい ３級以上 

聴覚障がい、音声機能、言語機能

又はそしゃく機能の障がい害  
（該当なし）  

上肢不自由 ２級以上 

下肢不自由 ６級以上 

体幹不自由 ３級以上 

乳幼児期以前の非進行性の脳

病変による運動機能障がい 

上肢機能：２級以上  

移動機能：３級以上  

心臓機能障がい、じん臓機能障が

い、呼吸器機能障がい、膀胱又は

直腸の機能障がい、小腸機能障が

い、ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障がい、肝臓機能障がい  

３級以上 

知的障がい者 Ａ、Ａ１、Ａ２ 

精神障がい者 １級 

高齢者 要介護状態区分で「要介護２」以上  

難病患者 
特定疾患医療受給者証又は特定医療

費（指定難病）受給者証所持者 

妊産婦 妊娠７ヶ月～産後３ヶ月の方  

けが人 

車いす、杖等が必要と診断された方  

（ただし､利用証の有効期間は車い

す､杖等の使用期間になります｡） 

【申請手続】  

所定の申請書（市福祉課、各支所総合市民課、市保健センターに準備して

あります。）に必要事項を記入し、手帳等のコピーと切手（１４０円）を

同封のうえ、下記の申込先に送付してください。  
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【その他】  

緑色と赤色の利用証については、５年ごとに更新が必要です。  

更新は、所定の申請書に必要事項を記入し、手帳等のコピーと切手（８４

円）を同封のうえ、下記の申込先に送付してください。  

【身障者用駐車場利用証】  

（車内のルームミラーにかけるなど、外側から見えやすいように表示する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (緑色)            (赤色)         (オレンジ色) 

      障がいのある方         車いすを        一時的に歩行が困難な方  

      高齢の方            常時利用       （妊産婦・けがをしている方等） 

      難病患者の方          される方           

【有効期間：５年間】    【有効期間：５年間】    【有効期間：１年未満】  
 

【身障者用駐車場利用証を利用できる場所】  

  次のステッカーが表示されている駐車場で使用できます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先・申込先】  

北薩地域振興局地域保健福祉課  
薩摩川内市隈之城町２２８－１ 

電話 ０９９６-２３-３１６６ 

ハートピアかごしま  
鹿児島市小野１－１－１  

電話 ０９９-２２０-５１６５ 

県庁 障害福祉課 
鹿児島市鴨池新町１０－１  

電話 ０９９-２８６-２７４６ 
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（３）移動支援 
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出を

支援します。ただし、通学・通勤・通院のような通年のものに対しては利用

できません。事前に支給決定を受ける必要があります。  

対象者 

屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者（児）、全

身性障がい者（児）、知的障がい者（児）又は精神障がい者

（児） 

実施事業所 ５4 ページの施設一覧表を参照してください。  

費用等 
原則、費用の１割が自己負担です。ただし、収入等に応じ

自己負担上限額（月額）が設けられます。 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 

 
（４）意思疎通支援 

聴覚・音声機能・言語機能障がい者の日常生活又は社会におけるコミュニ

ケーションが円滑に行われるよう、手話通訳者や要約筆記者の派遣などを行

います。 

 支援内容 

手話通訳者・要約

筆記者の派遣  

聴覚・音声機能・言語機能の障がいにより、意思疎

通を図ることに支障がある方に対して、手話通訳者

や要約筆記者を派遣します。  

手話通訳者の設置  
手話通訳者を週３回（月・水・金曜日）福祉課に設

置しています。 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話６３-４０４５ 

 
 
（５）自動車運転免許取得助成事業 
身体障がい者が普通自動車免許を取得する場合、教習料の一部を助成します。  

対象者 身体障害者手帳所持者（１級から３級まで）  

助成限度額 １００，０００円（助成対象費用の２/３以内） 

申請方法 自動車教習所入校前にご相談ください。 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 

 
（６）自動車改造助成事業 

障がい者が自ら自動車を運転するため、その自動車の操向装置又は駆動装

置等の改造に直接要する経費を、同一車両につき１回限り助成します。  

対象者 
肢体不自由における障がいの程度が１級、２級の方  

（所得制限があります。）  

助成限度額 １００，０００円  

申請方法 自動車の改造を業者に依頼する前にご相談ください。 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 
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７ 用具等の給付 

 

（１）補装具 

日常生活を容易にするため、身体の不自由な部分を補う装具（用具）の交

付又は修理費の一部を公費で負担します。交付を希望される方は、事前に相

談してください。（自費で購入した場合は、対象となりません。）  

【対象者】  

 身体障害者手帳所持者又は難病患者（児）  

【装具の種類】  

障がいの等級・部位により対象となる補装具が異なります。  

障がい  
部位  

種       目  
耐用  
年数  

視 覚 
障がい 

視覚障がい者安全つえ（普通用・携帯用身体支持併用）  ２～５ 

義眼（普通義眼、特殊義眼など）  ２ 

眼鏡（矯正眼鏡、遮光眼鏡など）  ４ 

聴 覚 
障がい 

補聴器（ﾎﾟｹｯﾄ型、耳かけ型、耳あな型など）、人工内耳

（修理に限る）  
５ 

肢 体 
不自由 

義肢（義手・義足）  １～５ 

装具（上肢・下肢・靴型・体幹）  1.5～3 

座位保持装置  １～３ 

車いす（レディメイド）（普通型・手押し型など）  ６ 

車いす（オーダーメイド）（普通型・手押し型など）  ６ 

電動車いす（普通型・簡易型など）  ６ 

歩行器（六輪型・四輪型・固定型など）  ５ 

歩行補助つえ（松葉つえ・多点つえなど）※1 本杖は除く。 ２～４ 

重度障がい者用意思伝達装置  ５ 

座位保持椅子※１８歳未満のみ  ３ 

※介護保険対象者で、装具（車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ）

の給付を受けることができる方は、介護保険が優先となります。  

※入院患者・施設入居者の車いす（レディメイトﾞ）については、施設の備

品を利用してもらうこととなっているため、原則交付できません。 

【交付判定】  

 １８歳以上の方に対する補聴器、義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動

車いす、重度意思伝達装置の交付については、身体障害者更生相談所の判定が

必要であるため、交付決定までに１か月～２か月程度かかります。   
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【費用】  

 原則として１割負担  

 ※世帯の所得に応じて、自己負担上限額（月額）を設定します。 

区  分 世帯(※)の収入状況 
月額負担上限額  

１８歳以上  １８歳未満 

生活保護 生活保護受給世帯  ０円 ０円 

非課税世帯 市町村民税非課税の世帯 ０円 ０円 

一般 上記以外 ３７，２００円 ３７，２００円 

※世帯の範囲：利用者が１８歳以上の場合  本人及び配偶者  

利用者が１８歳未満の場合  保護者の属する世帯  

【申請に必要なもの】  

○補装具（交付・修理）支給申請書※市役所に準備してあります。  

○意見書（規程の様式により１５条指定医作成のもの）  

※病院・市役所に準備してあります。 
○見積書   ○マイナンバーカード又はマイナンバー通知書  

○身分証明書（免許証など）   ○印鑑 

 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 

 

（２）軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度  

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、

補聴器購入に係る経費の一部を助成します。  

対 象 者 

（以下のすべてに該当する方）  

・本市に住所を有する 18 歳未満の方  

・両耳の聴力レベルが 30 デシベル以上で身体障害者手帳  

の交付対象とならない方  

・補聴器の装用が必要であると医師の判断を受けている方  

申請方法 事前に、医師の意見書、見積書を添えて申請してください。 

費 用 等 

補聴器の種目によって、補助できる限度額が決まっていま

す。原則、費用の１割が自己負担です。ただし、収入等に応

じ自己負担上限額（月額）が設けられます。 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 
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（３）日常生活用具 

重度障がい者の日常生活の利便を図るために、日常生活用具を給付又は貸

与します。交付を希望される方は、事前に相談してください。  

（自費で購入した場合は、対象となりません。）  

 

【対象者】  

在宅で障がいのある方又は難病等の方で、別表「障がい及び程度」に該当

する方 

※ストマ用装具、収尿器、頭部保護帽、人工喉頭は在宅以外でも対象となり

ます。 

 

【日常生活用品の種類】  

別表参照 

 ※介護保険対象者で次の種目の給付を受けることができる方は、介護保険

が優先となります。  

《介護保険対象種目》  

特殊寝台、特殊マット、体位変換機、移動用リフト、便器、特殊便器 

移動支援用具（手すり、スロープなど）、入浴補助用具（入浴補助いすなど）  

おむつ 

 

【費用】  

原則として１割負担  

 ※世帯の所得に応じて、自己負担上限額（月額）が設けられます。 

 

【申請に必要なもの】  

○日常生活用具給付申請書※市役所に準備してあります。  

○見積書 

○診断書（難病者等が申請する場合や、各品目の対象となる「障がい及び程

度」に定められた手帳所持者以外の方で、同程度の障がいがある

と認める場合に、それを確認するため必要となります。）  

○印鑑 

 

【問い合わせ先・申込先】  

 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 
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【種目】 
《介護・訓練支援用具》 

種目  障がい区分  障がい及び程度  
耐用年数  

基準額  

特殊寝台  身体障がい者・児  下肢又は体幹機能障がい 2 級以上  8 年  
154,000 円  難病患者・児  寝たきり状態である方  

（要診断書）  

特殊マット  身体障がい者・児  下肢又は体幹機能障がい 1 級  
※常時介護を要すること  

5 年  
19,600 円  

知的障がい者・児  療育手帳等級 A1・A2（要診断書） 

難病患者・児  寝たきり状態である方  
（要診断書）  

特殊尿器  身体障がい者・児  下肢又は体幹機能障がい 1 級  
※常時介護を要すること  

5 年  
67,000 円  

難病患者・児  自力で排尿ができない方  
（要診断書）  

入浴担架  身体障がい者・児  下肢又は体幹機能障がい 2 級以上  

※介助を要すること  

5 年  
82,400 円  

体位変換器  身体障がい者・児  下肢又は体幹機能障がい２級以上  

※介助を要すること  

5 年  
15,000 円  

難病患者  寝たきり状態である方（要診断
書）※介助を要すること  

移動用リフト  身体障がい者・児  下肢又は体幹機能障がい 2 級以上  4 年  
159,000 円  難病患者・児  上記と同程度の障がいが認めら

れる者（要診断書）  

訓練いす  身体障がい児  下肢又は体幹機能障がい 2 級以上  

※3 歳以上の児童  
5 年  
33,100 円  

訓練用ベッド  身体障がい児  下肢又は体幹機能障がい 2 級以上  

※学齢児童のみ  
8 年  
159,200 円  

 
《自立生活支援用具》 

種目  障がい区分  障がい及び程度  
耐用年数  

基準額  

入浴補助用具  身体障がい者・児  下肢又は体幹機能障がい者であっ

て、入浴に介助を必要とする者  

※設置に住宅改修を伴うものは除く。  

8 年  
90,000 円  

便器  身体障がい者・児  下肢又は体幹機能障がい 2 級以上  

※常時介護を要すること  

8 年  
4,450 円  

難病患者・児  常時介護を要すること（要診断書） 

歩行補助杖  
（一本杖のみ）  

身体障がい者・児  平衡機能又は下肢若しくは体幹
機能障がい者  

8 年  
4,460 円  

歩行支援用具  身体障がい者・児  平衡機能又は下肢若しくは体幹
機能障がい者  

8 年  
60,000 円  

手すり１本  
5,400 円  

難病患者・児  介助を要する者  
（要診断書）  

頭部保護帽  
※在宅以外でも
申請できます  

身体障がい者・児  平衡機能、下肢若しくは体幹機能障がい者

で、頻繁に転倒するおそれのある者  

3 年  
ｽﾎﾟﾝｼﾞ・革  
15,200 円  

ｽﾎﾟﾝｼﾞ・革・
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 
36,750 円  

知的障がい者・児  てんかんの発作等により頻繁に
転倒するおそれのある者  

精神障がい者・児  てんかんの発作等により頻繁に
転倒するおそれのある者  

特殊便器  身体障がい者・児  上肢障がい 2 級以上  8 年  
151,200 円  難病患者・児  上記と同程度の障がいが認めら

れる者（要診断書）  
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種目  障がい区分  障がい及び程度  
耐用年数  

基準額  

火災警報器  

※火災発生の感

知及び避難が著

しく困難な障が

い者のみの世帯

等  

身体障がい者・児  障害等級 2 級以上  8 年  

15,500 円  

知的障がい者・児  療育手帳等級 A1・A2 

精神障がい者・児  精神障害者保健福祉手帳等級１

級  

自動消火器  

※火災発生の感

知及び避難が著

しく困難な障が

い者のみの世帯

等  

身体障がい者・児  障害等級 2 級以上  8 年  

28,700 円  知的障がい者・児  療育手帳等級 A1・A2 

精神障がい者・児  精神障害者保健福祉手帳等級 1 級  

難病患者・児  上記と同程度の障がいが認めら

れる者  （要診断書）  

電磁調理器  

 

身体障がい者  視覚障がい 2 級以上  8 年  

41,000 円  知的障がい者  療育手帳等級 A1・A2 

精神障がい者  精神障害者保健福祉手帳等級 1 級  

※障がい者のみの世帯等  

歩行時間延長  

信号機用小型  

送信機  

身体障がい者・児  視覚障がい 2 級以上  10 年  

7,000 円  

聴覚障がい者用

屋内信号装置  

身体障がい者  聴覚障がい 2 級以上  

※聴覚障がい者のみの世帯等  

10 年  

87,400 円  

 
《在宅療養等支援用具》 

種目  障がい区分  障がい及び程度  
耐用年数  

基準額  

透析液加温器  身体障がい者・児  腎臓機能障がい 3 級以上で、自己

連続携行式腹膜灌流法（CAPD）に

よる透析療法を行う者  

5 年  

51,500 円  

ネブライザー  身体障がい者・児  

 

難病患者・児  

  

呼吸器機能障がい 3 級以上  

上記と同程度の身体障がい者又は、

上記と同程度の障がいが認められ

る者（要診断書）  

 

5 年  

36,000 円  

電気式たん  

吸引器  

5 年  

56,400 円  

酸素ボンベ  

運搬車  

身体障がい者  医療保険における在宅酸素療法を

行う者  

10 年  

17,000 円  

発電機又は  

バッテリー  

身体障がい者・児  

 

難病患者・児  

 

呼吸器機能障がい３級以上又は同

程度の障がい者であって、人工呼吸

器、ネブライザー又は電気式たん吸

引器を使用しているもの（要診断

書）  

5 年  

100,000 円  

視覚障がい者用

体温計  

身体障がい者・児  視覚障がい 2 級以上  

※視覚障がい者のみの世帯  

5 年  

9,000 円  

視覚障がい者用

体重計  

身体障がい者・児  視覚障がい 2 級以上  

※視覚障がい者のみの世帯  

5 年  

18,000 円  

動脈血中酸素  

飽和度測定器  

（パルスオキシ  

メーター）  

身体障がい者・児  呼吸器機能障がい 3 級以上  

上記と同程度の身体障がい者又は、

上記と同程度の障がいが認められ

る者（要診断書）  

5 年  

157,500 円  
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《情報・意思疎通支援用具》 

種目  障がい区分  障がい及び程度  
耐用年数  

基準額  

携帯用会話  

補助装置  

身体障がい者・児  音声言語機能障がい者又は肢体

不自由者で発声発語に著しい障

がいを有する者  

5 年  

98,800 円  

情報・通信  

支援用具  

身体障がい者・児  上肢又は視覚障がい者 2 級以上  ６年  

100,000 円  

点字ディスプレイ  身体障がい者・児  視覚及び聴覚障がいの重度重複

障がい者（視覚障がい２級以上

かつ聴覚障がい２級以上）  

6 年  

383,500 円  

点字タイプライタ

ー  

身体障がい者・児  視覚障がい 2 級以上（就労若し

くは修学又は就労が見込まれる

者) 

5 年  

63,100 円  

点字器  身体障がい者・児  視覚障がい 2 級以上  標準型 7 年  

 しんちゅう製  10,720 円  

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製     6,800 円   
携帯型 5 年  

 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製   

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製   

7,420 円  

1,700 円  

視覚障がい者用  

テープレコーダー  

身体障がい者・児  視覚障がい 2 級以上  6 年  

 録音再生機  

再生専用機  

89,800 円  

36,750 円  

視覚障がい者用活

字文書読上げ装置  

身体障がい者・児  視覚障がい 2 級以上  6 年  

115,000 円  

視覚障がい者用  

拡大読書器  

身体障がい者・児  視覚障がい者でこの装置により

文字等を読むことが可能になる

者  

8 年  

198,000 円  

視覚障がい用時計  身体障がい者・児  視覚障がい 2 級以上  10 年  

13,300 円  

聴覚障がい者用  

通信装置  

身体障がい者・児  聴覚障がい者  

発声・発語に著しい障がいを有

する者  

5 年  

71,000 円  

聴覚視覚障がい者

用情報受信装置  

身体障がい者・児  聴覚障がい者であって、本装置

によりテレビの視聴が可能にな

る者  

6 年  

88,900 円  

人工喉頭  

※在宅以外でも申

請できます  

身体障がい者・児  音声・言語障がい者  5 年  

70,100 円  

福祉電話  

（貸与）  

身体障がい者  難聴者又は外出困難な身体障が

い者（原則として 2 級以上）  

※障がい者のみの世帯  

－  

－  

ファックス  

（貸与）  

身体障がい者  聴覚又は音声・言語機能障がい

3 級以上  

※障がい者のみの世帯  

－  

－  

視覚障がい者用ワ

ードプロセッサー  

身体障がい者・児  視覚障がい者  －  

1,030,000 円  

点字図書  身体障がい者・児  視覚障がい者  

※年間 6 タイトル又は 24 巻  

－  

－  
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《排泄管理支援用具》 

種目  障がい区分  障がい及び程度  基準額  

ストマ用装具  

（消化器系）  

※在宅以外でも申

請できます  

身体障がい者・児  直腸機能障がい者  

※1 回の申請で最長 6 か月分申請

できます。  

8,860 円/月  

ストマ用装具  

（尿路系）  

※在宅以外でも申

請できます  

身体障がい者・児  膀胱機能障がい者  

※1 回の申請で最長 6 か月分申請

できます。  

11,640 円/

月  

紙オムツ A 身体障がい者・児  高度の排便機能障がい者、脳原性

運動機能障がいかつ意思表示困

難者及び高度の排尿機能障がい

者で 3 歳児以上の者  

※1 回の申請で最長 6 か月分申請

できます。  

12,000 円/

月  

紙オムツ B 身体障がい者・児  

知的障がい者・児  

精神障がい者・児  

難病患者・児  

常時おむつが必要であると診断

された方（要診断書）  

3 歳児以上から 65 歳未満の方  

（65 歳以上の方は、高齢者福祉

サービスでの支給になります）  

※1 回の申請で最長 6 か月分申請

できます。  

8,000 円/月  

収尿器  

※在宅以外でも申

請できます  

身体障がい者・児  高度の排尿機能障がい者  8,500 円  

 

【住宅改修事業（居宅生活動作補助用具）】 

障がい及び程度  

下肢、体幹機能の障害等級３級以上の方 

難病患者の方（上記障がいと同等であると診断がある方※要診断書） 

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい  

※ 特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい２級以上の方又は

同程度の障がいがあると認められる難病患者｡ 

対象となる工事  

小規模な住宅改修を伴うもの  

①  手すりの取付け   

②  床段差の解消  

③  滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更  

④  引き戸等への扉の取替え  

⑤  洋式便器等への便器の取替え  

⑥  その他①から⑤までの住宅改修に附帯して必要となる住宅改修  

基準額  200,000 円  

耐用年数等  原則 1 回限りの利用となります  

対象となる住宅  
対象となる障がい者が現に居住する住宅  

※借家の場合は、家主の承諾が必要となります  
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（４）小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 

「小児慢性特定疾病医療受給者証」をお持ちの方に対し、特殊寝台等の日常

生活用具の購入費用の一部を助成します。 

対 象 者 
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方。（用具に

よって異なります。下表「対象者」を参照ください。） 

申請方法 
事前に見積書、用具のカタログ等を添えて申請してくだ

さい。 

費 用 等 

用具の種目によって、補助できる基準額が決まっていま

す。また、世帯の所得状況に応じ自己負担上限額（月額）が

設けられます。 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 

 

【日常生活用具】  

種 目 対  象  者 基準額（円）  

便器 常時介助を要する方 4,900 

特殊マット 寝たきりの状態にある方 21,560 

特殊便器 上肢機能に障がいのある方 166,320 

特殊寝台 寝たきりの状態にある方 169,400 

歩行支援用具  下肢が不自由な方 66,000 

入浴補助用具  入浴に介助を要する方 99,000 

特殊尿器 自力で排尿できない方 73,700 

体位変換器 寝たきりの状態にある方 16,500 

車いす（電動以外）  下肢が不自由な方 77,440 

頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する方 13,380 

電気式たん吸引器  呼吸器機能に障がいのある方 62,040 

クールベスト  体温調節が著しく難しい方 22,000 

紫外線カットクリーム  

紫外線に対する防御機能が著しく

欠けて、がんや神経障がいを起こす

ことがある方 

41,580 

ネブライザー（吸入器）  呼吸器機能に障がいのある方 39,600 

パルスオキシメーター  人工呼吸器の装着が必要な方 173,250 

ストマ装具（消化器系）  人工肛門を造設した方  113,520 

ストマ装具（尿路系） 人工膀胱を造設した方  149,160 

人工鼻  
人工呼吸器の装着又は気管切開が

必要な方  
128,700 
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８ 障がい福祉サービス等 

障がいのある方が、在宅や施設で介護や訓練が必要な場合に利用できるサー

ビスです。  

サービスの種類によっては、障害支援区分（心身の状況を表す区分で介護の

必要度を決めるもの）の認定を受けなければ利用できないサービスがあります。 

なお、介護保険で同様のサービスを利用できる方は、介護保険が優先します。 

【対象者】 

身体障がい者（児）、知的障がい者（児）、精神障がい者（児）、難病患者（児）  

のうち厚生労働大臣が認める程度の者  

 

【申請に必要となるもの】 

①  申請書 

②  障がいがあることが確認できる書類  

・身体障がい者（児） 身体障害者手帳  

・知的障がい者（児） 療育手帳 

・精神障がい者（児） 精神障害者保健福祉手帳又は精神障がいのため 

に現に障害年金を受給していることを証明する  

書類、自立支援医療（精神通院）受給者証、  

医師の診断書  

・難病患者（児）     特定疾患医療受給者証又は医師の診断書  

③  マイナンバーカード又はマイナンバー通知書  

④  申請者の身分証明書（免許証など）  

※代理申請の場合は、代理の方の身分証明書と委任状が必要です。  

⑤  その他書類（利用者負担額を決定するための書類。課税証明等の一部の

書類については、同意書で替えられるものもあります。）  

⑥  印鑑（本人のもの）  

 

 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 
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【サービス等の種類】 

①  障害福祉サービス・介護給付 

居宅介護 
（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ） 

身体介護 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護等を行います。 

家事援助 自宅で、調理、洗濯、掃除等の家事等を行います。 

対象者 在宅の障がい者で障害支援区分１以上の方 

重度訪問介護  

重度の障がい者で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、
排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に
行います。  

対象者 

①障害支援区分４以上の重度の肢体不自由者（児）の
うち、二肢以上に麻痺があって一定の条件を満た
す方 

②重度の知的障がい者 
③精神障がいにより行動上著しく困難を有する障がい者 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等が
外出する際同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護等を
行います。  

対象者 
視力障がい、視野障がい、夜盲のいずれかで、移動障
がいがある方 

行動援護 

自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を
回避するために必要な支援、外出支援を行います。  

対象者 
障害支援区分３以上の知的障がい者（児）又は精神障
がい者（児）で、一定の条件を満たす方  

重度障害者等
包括支援 

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービス
を包括的に行います。  

対象者 
障害支援区分６（障がい児にあっては区分６に相当
する心身の状態）に該当する方のうち、意思疎通に著

しい困難を有し、一定の条件を満たす方  

短期入所 
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

自宅で介護する方が病気の場合などに、障害者支援施設等に
短期間入所し、夜間も含め、入浴、排せつ、食事の介護等必要
な支援を行います。  

対象者 
障害支援区分１以上の方（児童は区分１以上相当の
方） 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療
養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。  

対象者 

①  筋萎縮性側索硬化症 (ＡＬＳ )患者等、気管切開を
伴う人工呼吸器利用者で、障害支援区分６の方 

②  筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者で、
障害支援区分５以上の方 

生活介護 

障害者支援施設等において、常に介護を必要とする方に、昼
間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動
又は生産活動の機会を提供します。  

対象者 

①  障害支援区分３以上の方 
（施設入所支援を併せて受ける方は区分４以上）  
②  ５０歳以上は障害支援区分２以上の方 
（施設入所支援を併せて受ける方は区分３以上）  



35 
 

施設入所支援  

施設に入所する方に、夜間や休日において、入浴、排せつ、
食事の介護等を行います。  

対象者 

①  生活介護を受けている方で障害支援区分４以上の

方（５０歳以上は区分３以上）  
②  自立訓練や就労移行支援等を受けている方で、通

所によって訓練を受けることが困難な方等  

 
 
②障害福祉サービス・訓練等給付 

自立訓練（機能
訓練・生活訓練） 

機能訓練  
身体障がい者に対し、身体機能の向上のために必
要な訓練を行います。  

生活訓練  
知的障がい者又は精神障がい者に対し、生活能力
の向上のために必要な訓練を行います。  

宿泊型自立訓練  
知的障がい者又は精神障がい者に、居室その他の設備を利

用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるため
の支援、生活等に関する相談及び助言等の支援を行います。 

就労移行支援  
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関
する相談、支援等を行います。  

就 労 継 続 支 援
(Ａ・Ｂ型) 

一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとと
もに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
Ａ型は雇用契約等に基づくなど、一般企業に近い働き方とな
ります。  

就労定着支援  

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援A型・
Ｂ型を利用して、一般就労された方の就労の継続を図るた
め、企業、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に
伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題に関す
る相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。 

自立生活援助  

 障害支援施設若しくは共同生活援助又は精神科病院に入
院していた方が、居宅における自立した日常生活を営むため
に定期的な巡回、訪問、相談対応等を行い、状況を把握し、
必要な情報の提供、助言、相談や関係機関との連絡調整等を
行います。※原則単身世帯の利用ですが、ご相談ください。 

共 同 生 活 援 助
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

共同生活を行う住居で夜間や休日において、相談や日常生
活上の援助を行います。利用の仕方によっては、障害支援区
分の認定が必要になります。  
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③障害児通所支援 

児童発達支援  

児童福祉施設等に通所し、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行いま

す。 

対象者 療育の必要性が認められる未就学児  

医療型児童発達
支援 

上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童に対し、日
帰りで治療を行うと共に、日常生活における基本的な動作の
指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 

対象者 
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練等が必
要であると認められる児童  

放課後等デイサ
ービス 
 

就学中の障がい児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中
において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供する
ことにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進する
とともに、放課後等の居場所づくりを提供します。  

対象者 療育の必要性が認められる就学児  

居宅訪問型 
児童発達支援  

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知
識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。  

対象者 

重度の障がいの状態等であり、児童発達支援、医療

型児童発達支援、放課後等デイサービスを受ける
ために外出することが著しく困難な児童  
①人口呼吸器を装着している児童 
②重い疾病のため感染症にかかる恐れのある児童  

保育所等訪問  
支援 

専門職が障がい児のいる保育所等の施設を訪問し、障がい
児以外の児童との集団生活に溶け込めるようになるための

支援を行います。  

対象者 
保育園、幼稚園、小中学校等に所属していて、専門
的支援が必要と認められる児童  

 
④相談支援 

地域移行支援  

障害者支援施設や精神科病院などを利用する人などが、地
域で生活できるように、地域移行支援計画の作成、相談によ
る不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調
整等を行います。  

地域定着支援  
居宅において単身で生活している障がい者等に、常時の連

絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。  

計画相談支援  
サービスを利用する際に、サービス等利用計画案の作成、

サービス事業者等との連絡調整及びモニタリング等を行い
ます。 

障害児相談支援  
サービスを利用する際に、障害児支援利用計画案の作成、

サービス事業者等との連絡調整及びモニタリング等を行い
ます。 
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【手続きの流れ】 

≪介護給付の場合≫  
 
介護給付の場合  

（同行援護を除く）  

 同行援護の場合  

身体介護を伴う場合    身体介護を伴わない場合  

         

１ 相談・利用申請  

まずは福祉課や相談支援事業所に相談し、サービスに関する情報提供を

受けたあと、利用したいサービスを申請します。その後、指定特定相談支

援事業所でサービス等利用計画案を作成していただきます。  

          

２ 障害支援区分の一次判定  

利用者の心身の状況判定のため、福祉

課の調査員が聞き取り調査をします。  

 ２ 同行援護アセスメント  

調査票による判定  

利用者の状況判定のた

め、福祉課の調査員が聞き

取り調査をします。  

聞き取り調査の結果、身

体介護有と判断される場合

は、身体介護を伴う場合と

同様障害支援区分の取得が

必要になります。  

       

３ 二次判定（審査会）  

障害支援区分の審査・判定を行います。  

※児童（18 歳未満）の場合は必要ありません。  

 

      

４ 障害支援区分認定（※）  

区分１から６の認定を行います。  

※児童（18 歳未満）の場合は必要ありません。  

 

          

５ 状況調査・サービス利用意向聞き取りとサービス等利用計画の提出  

介護者や居住等の状況の調査とサービス利用意向を聞き取ると同時に、

指定特定相談支援事業所において利用予定事業所を含めて作成されたサー

ビス等利用計画案を提出していただきます。  

         

６ 支給決定：サービスを利用するための受給者証が交付されます。  

         

７ サービス等利用計画の提出  

         

８ サービスの利用開始：サービス提供事業者と契約し、利用開始  

９ 定期的なモニタリングを実施  

※障害支援区分とは、心身の状況を表す区分で、介護の必要度に応じて非該当と区

分１から６まであり、認定調査員による８０項目の調査を受け、調査結果と医師意

見書等により審査を行い認定します。
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≪訓練等給付の場合≫  
 

暫定支給決定有りの場合  暫定支給決定なしの場合 

       

１ 相談・利用申請  

まずは福祉課や相談支援事業所に相談し、サービスに関する情報提供を

受けたあと、利用したいサービスを申請します。その後、指定特定相談支

援事業所でサービス等利用計画案を作成していただきます。  

       

２ 障害支援区分の一次判定  

利用者の心身の状況判定のため、調査員が聞き取り調査をします。  

       

３ 状況調査・サービス利用意向聞き取りとサービス等利用計画案の提出  

介護者や居住等の状況の調査とサービス利用意向の聞き取りと、指定特

定相談支援事業所において利用予定事業所を含めて作成されたサービス

等利用計画案を提出していただきます。  

       

４ 暫定支給決定  

受給者証が交付され、一定期

間サービスを利用し、本人の利

用意思確認やサービスが適切か

などの確認を行います。 

４ 利用前の訓練・就労評価  

サービス利用前に、十分にアセ

スメント、就労評価をしていただ

き、個別支援計画の提出確認を行

います。 

      

 

 

 

５ 支給決定  

サービスを利用するための  

受給者証が交付されます。  

５ 支給決定  

サービスを利用するための受給

者証が交付されます。  

       

６ サービス等利用計画の提出  

 

７ サービスの利用開始：サービス提供事業者と契約し、利用開始  

 

８ 定期的なモニタリングを実施  
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≪児童（１８歳未満）の場合≫  

 

１ 相談・利用申請  

福祉課や相談支援事業者に相談し、サービスに関する情報提供を受けた

後、利用したいサービスを申請します。  

その後相談支援事業所でサービス等利用計画（障害児支援利用計画）案

を作成依頼していただきます。  

 

２ 聞き取り調査  

利用者の心身の状況判定のため、調査員が聞き取り調査をします。  

 

３  状況調査・サービス利用意向及びサービス等利用計画（障害児支援利

用計画）案又はセルフプランの提出  

サービス利用意向を聞き取ると同時に、相談支援事業所において利用予

定事業所を含めて作成されたサービス利用計画書（障害児支援利用計画

書）案、又は保護者等が自分で作成する計画案（セルフプラン）を提出し

ていただきます  

 

４ 支給決定……サービスを利用するための受給者証等が交付されます。 

 

５ サービス等利用計画（障害児支援利用計画）の提出  

 

６ サービスの利用開始（サービス提供事業者と契約し、利用を開始）  

 

７ 定期的なモニタリングを実施  

（セルフプランの場合は、モニタリングなし）  

 

※サービス等利用計画・障害児支援利用計画  

  障害福祉サービスを利用するときはサービス等利用計画、障害児通所支援

を利用するときは障害児支援利用計画となります。  

なお、両方利用されるときは、どちらか一方を作成すれば良いとなってい

ます。  
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【利用者負担額】 

障害福祉サービスの費用は原則１割負担ですが、所得に応じて次の４区

分の自己負担上限額（月額）が設定されます。  

ひと月に利用したサービスの費用が、上限額を超えた場合は、上限額を負

担していただきます。  

区  分 世帯の収入状況  
月額負担上限額  

１８歳以上  １８歳未満 

生活保護 生活保護受給世帯  ０円 ０円 

非課税世帯 市町村民税非課税の世帯 ０円 ０円 

一般１ 

市町村民税所得割が１６万円

（１８歳未満の場合は２８万円）

未満の世帯 

（２０歳以上の施設入所者、

GH 入居者、宿泊型自立訓練

利用者は除きます。）  

９，３００円 

居宅・通所 

４，６００円 

 

入所施設利用者 

９，３００円 

一般 2 上記以外 ３７，２００円 ３７，２００円 

※ 世帯の範囲：利用者が１８歳以上の場合  本人及び配偶者  

      利用者が１８歳未満の場合  保護者の属する世帯  

 

 

○利用者負担額の市独自助成  

 

一部のサービス利用に係る利用者負担額について、市が独自に助成します。 

対象となるサービス  助成額 

就労移行支援  

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）  
利用者負担額の１／２ 

障害児通所支援  

（児童発達支援、放課後等デイサービス、

保育所等訪問事業など）  

利用者負担額の全額 

※食事代やおやつ代などの実費は、自己負担となります。  
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【障害福祉サービスと介護保険との関係】 

 65 歳以上の方、４０～６４歳の方で特定疾病（下記≪特定疾病一覧≫）

が原因での介護や支援が必要となった方については、介護保険サービスが優

先となります。  

  障害者総合支援法と介護保険法とは制度が異なるため、サービスの算定

方法や内容等も変わります。  

障害福祉サービスと介護保険サービスと同じ内容のサービスについて

は、介護保険が優先されますが、障害特性により、就労に関するサービス

など介護保険のサービスにない障害福祉サービスを受けられることもあり

ます。   

 

≪特定疾病一覧≫  

１ がん（がん末期）  

２ 初老期における認知症  

３ 脳血管疾患  

４ 筋萎縮性側索硬化症   

５ パーキンソン病関連疾患  

６ 脊髄小脳変性症  

７ 多系統萎縮症  

８ 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症   

９ 閉塞性動脈硬化症  

１０ 慢性閉塞性肺疾患   

１１ 関節リウマチ  

１２ 後縦靱帯骨化症   

１３ 脊柱管狭窄症  

１４ 骨折を伴う骨粗鬆症   

１５ 両側の膝関節又は股関節の著しい変形性関節症  

１６ 早老症  

 

 介護保険サービスに関する相談、申請窓口    

市役所いきいき長寿課 介護保険係 電話 ６３－４０４９  
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９ 日常生活の支援 

 

（１）相談窓口等 

 

①   基幹相談支援センター 

障がい者の方やご家族が抱える日常生活におけるさまざまな困りごとに

対して、相談支援専門員が親身になって対応いたします。  

また、障がい者の方の自立した生活援助等のため、各種サービスの情報

提供や関係機関との調整、サービス利用時の代行業務等も行っています。 

   

事業所名  住所  電話  

出水市基幹相談支援センター  

集（つどい） 

麓町２９番１号 ６８－１１１４ 

開所時間：月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

 

 

②   障がい者相談員 

  市が委嘱した知的障がい者相談員・身体障がい者相談員が、生活のこと

や障がいのことなどについて相談をお受けします。 

○知的障がい者相談員（任期：令和５年４月１日～令和７年３月３１日）  

氏  名 住      所 電  話 備  考 

福重 美代子 高尾野町柴引１２７８番地  ８２－３２２４   

猶木 早織 野田町上名３２５７番地２  ８４－３０９１   

 

○身体障がい者相談員（任期：令和５年４月１日～令和７年３月３１日） 

氏  名 住      所 電   話 備  考 

植元 春子 知識町３７０番地７  
（FAX）   

６３－３４０７  

聴覚障がい  

出水地域  

山下 義博 高尾野町唐笠木１２５１番地２  ８２－３７６８  高尾野地域  

郷元 茂 野田町下名６３８５番地  ８４－３１４８  野田地域  
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③ その他の相談窓口 

相談窓口  相談内容  

民生委員・児童委員  厚生労働大臣から委嘱を受け、それぞれの地域

において、常に住民の立場に立って相談に応じて

います。秘密を守ることを義務付けられています

ので、安心してご相談ください。  

お住まいの地域の担当がわからない場合は福祉

課にお問い合わせください。 

出水保健所   

 

住 所 

出水市昭和町 18 番 18 号  

電 話 

６２－１６３６ 

病気の予防や治療など、保健医療に関するさま

ざまな相談を受け付けています。  

〈相談内容〉 

・心の健康、精神保健福祉に関する相談  

・乳幼児健康相談  

・療育相談  

・難病相談      等 

ほくさつ障害者就業・

生活支援センター  

 

住 所 

薩摩川内市西向田町  

11 番 26 号 

電 話 

 0996-29-5022 

 

障がい者の身近な地域において、雇用、保健福

祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業及び

生活面における一体的な相談支援を実施します。  

〈支援内容〉 

・就職に向けた相談支援  

・職場実習又は職業準備訓練のあっせん等  

・就職活動の支援（ハローワークへの同行等）   

・事業所に対する助言  

・職場定着に向けた支援  

（職場訪問による適応状況の把握等）  

・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常

生活の自己管理に関する助言  

・住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計

に関する助言  

・関係機関との連絡調整等                   
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（２）地域活動支援センター 
障がいのある方に、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流

の促進等の便宜を図ります。  
 

①   地域活動支援センターⅠ型  
専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の社会

基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障がい
に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施します。  

事業所名 住所 電話 

地域活動支援センター「集（つどい）」 麓町３０番６３号 ６２－７３９９ 

 
②   地域活動支援センターⅡ型  

地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会
適応訓練、入浴等のサービスを実施します。  

事業所名 住所 電話 

地域活動支援センター「東光」  美原町３１５１番地 ６３－８５６１ 

 
 
（３）更生訓練費給付 

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している方に、訓練のために必
要な費用（文房具、書籍等購入）を支給し、社会復帰の促進を図ります。  

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 

 
 
（４）車イスの貸出（福祉機器貸与） 
  本市に譲与された車いす等の福祉機器でリサイクル可能な物を障がい者
等に貸与することにより、福祉機器の有効活用を図ります。  

対象者 本市に住所がある方で、一時的に車いすの利用が必要な方  

貸与期間 １月以内 

貸与用具 車いす （７台あり） 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 

 
 
（５）日中一時支援 

障がい者の日中における活動の場を確保し、障がい者の家族の就労支援及
び障がい者を日常的に介護している家族の一時的な休息を支援します。  
事前に、支給決定を受ける必要があります。  

対象者 
日中介護する人がいないため、一時的に見守り等の支援が必要
な障がい者 

実施施設 ５４ページの施設一覧表を参照してください。  

費用等 
原則、費用の１割が自己負担です。ただし、所得等に応じて自
己負担上限額（月額）が設けられます。 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 
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（６）福祉ホーム事業 
家庭環境、住宅事情等の理由により、現に住居を求めている障がい者に、

低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な
便宜を供与します。  

 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 

 
 

（７）大会等 
① 生涯学習・福祉・ボランティアフェスタ  
  毎年 2 月頃に開催しています。  
  講演会や表彰、福祉器具体験などを行います。  

  
② 障がい者スポーツ大会 

   例年１０月頃に開催しています。  
市主催のほか、国・県・障がい者団体等主催の大会もあります。 

 
 
（８）奉仕員養成講座 
  各種奉仕員の養成講座を毎年開催しています。  
  受講料は、無料です。（テキスト代は本人負担となります。）  

 

講座名 期間・開催曜日  講義回数 

点訳奉仕員養成講座  ５月～翌年３月 第 2・4 土曜日 ２１回 

手話奉仕員養成講座(入門課程) ５月～９月 毎週木曜日  ２１回 

手話奉仕員養成講座(基礎課程) １０月～翌年３月 毎週木曜日  ２３回 

音声訳奉仕員養成講座  ６月と１０月 第 4 土曜日 年２回 

※手話奉仕員養成講座（基礎課程）は、入門課程修了者が対象となります。  
 また、手話奉仕員講座修了者を対象とした、手話通訳者を目指す方のための
講座も開催しています。  
 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 

 
 

（９）点字・声の広報等発行事業 
文字による情報入手が困難な視覚障がい者等のために、点訳、音声訳(朗読)

等により、市の広報及びその他必要な情報を定期的に郵送等により提供して

います。（利用料は無料です。）  
なお、点訳版は「点訳サークル  稲穂の会」、朗読版は「音声訳クラブ  

エコーいずみ」の方々のご協力をいただいて作成しています。   
 

 担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 
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（１０）障害者等メディカルショートステイ助成事業 

日常的に医療的ケアが必要な障がい者等が、在宅で介護している家族等の

一時的な休息や行事等の理由により、指定事業所（レストケア出水在宅医療

センター）で実施するメディカルショートステイ（医療的ケアを伴う宿泊）

を利用した際の費用の一部を助成します。  

【対象者】 

  本市に住所を有し、在宅で療養する、日常的に医療的ケアを必要とする障

がい者等 

【助成額】 

 利用料の９割を助成します。※食費等の自費分は除きます。  

【利用方法】  

 事業所と利用相談の上、福祉課に申請してください。  

 

担当窓口 市役所福祉課 障害福祉係 電話 ６３－４０４５ 
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（１１）障害児等療育支援事業（鹿児島県の事業） 
障がい児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相

談等が受けられる体制の充実を図ります。 

 

【事業内容】  

 Ⅰ 在宅支援訪問療育指導事業  

①   巡回相談 

    相談・指導を希望する障がい児等の家庭に定期的や随時訪問した

り、相談・指導等を必要とする地域を巡回するなどの方法により、地

域の障がい児等及びその保護者に対して各種相談・指導を行います。  

②   訪問による健康診査  

障がい及び介護の状況等から医療機関等における健康診査を受ける

ことが困難な障がい児等の家庭を訪問し、健康診査を実施するほか、

必要に応じて介護等に関する指導、助言を行い、併せて各種の相談に

応じます。 

 Ⅱ 在宅支援外来療育指導事業  

障がい児等及びその保護者に対し、事業所に来所していただき、各種

の相談・指導を行います。  

（例）個別支援会議、保護者からの相談、園の巡回相談（保育園、幼

稚園）、親の会などの立ち上げなどの支援など  

 Ⅲ 施設支援一般指導事業  

 障がい児等の通う保育所・幼稚園・学校や障害児通所支援事業所等の

職員に対し、障がい児等の療育に関する技術の指導を行います。  

   （例）児童発達支援センターや放課後等デイサービス事業所への巡回 

相談、親の会などの立ち上げなどの支援など  

【派遣する職種】  

  臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士など  

【問い合わせ】  

 地域活動支援センター  集（つどい）   電話６２-７３９９  
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10 暮らしに役立つ情報 

 

（１）郵便による不在者投票   

 次の身体障がい者は、郵便による不在者投票ができます。  

 障 が い の 内 容 
障がい 

の程度 

対  象 
両下肢・体幹・移動機能障がい  １級～２級 

心臓･腎臓･呼吸器･膀胱･直腸･小腸・免疫・肝臓  １級～３級 

担当窓口 市選挙管理委員会  電話 ６３－４１３８  

 

（2）メールマガジン 

  出水市のイベント情報や防災・災害情報等を、登録された方に電子メール  

でお届けします。  

①  メールマガジンの種類  

・イベント情報  ・防災・災害情報  ・不審者情報  

②  登録方法 

   市のホームページ又は出水市携帯ＷＥＢサービスにメールアドレスを入

力し、登録する。  

（パソコン）  

http://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/mail / 

（携帯） 

 

※ドメイン指定受信を利用されている方は、「city.kagoshima-izumi.lg.jp」

を指定してください。指定していないと、メールマガジン及び登録時確認メー

ルも届きません。  

 

（3）災害時要援護者避難支援制度 

  一人暮らしの高齢者や障がい者など、日常生活において手助けが必要な方

で登録手続きをされた方に、日ごろから声かけや見守りを行い、災害時に避

難誘導などの支援をします。  

 

担当窓口 市役所くらし安心課  電話 ６３－４１５１ 
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11 障がい者団体・施設 

（１） 障がい者団体 

団  体  名 代 表 者 電   話 

精神障害者家族会（通称：みちづれ会） 稲田 耕司 ６３－０４９０  

腎臓病患者会（通称：腎友会）  道上 勝正 ６２－６１４０  

聴覚障害者協会  植元 春子 FAX ６３－３４０７  

手をつなぐ育成会  丸尾 重徳 ６２－３２７９  

 

（２） 出水地区の一般相談事業所 

障害者支援施設の入所や精神科病院に長期入院している方が、地域で生活で

きるよう様々な支援を行います。  

名       称 住  所 電 話 

出水市基幹相談支援セン

ター集（つどい）  
出水市麓町 2９番１号 ６８－１１１４ 

あいわの里支援センター  

出水市高尾野町下高尾野  

２２１６番地１  
６４－２００６  

阿久根市脇本９１８５番地２  ７５－２４０１  

 

（３）鹿児島県視聴覚障害者情報センター 
点字図書やテープ図書の貸出、視覚障がい者・聴覚障がい者が必要とする

情報の提供などを行います。  

なお、点字図書等の貸出は、あらかじめ登録が必要です。  

 

 【住 所 等】  

〒 ８９０-００２１ 鹿児島市小野１丁目１番１号  

ハートピアかごしま３階    電話  ０９９-２２０-５８９６ 

 

（４）鹿児島障害者職業能力開発校 
身体障がい者又は知的障がい者を対象として、その能力に適する職種につ

いて、知識･技能を習得させ、就業するためのお手伝いをする学校です。  

 

 【住 所 等】 薩摩川内市入来町浦之名１４３２  

電話 ０９９６-４４-２２０６ 

 【問い合わせ】  上記又は出水公共職業安定所 電話 ６２-０６８５



◎

1 相談窓口

№ 所在地（相談エリア） 電話番号 FAX番号

1 出水市麓町２９番１号（出水市） ０９９６－６８－１１１４ ０９９６－６８－１１１４

2 阿久根市脇本9185番地2（阿久根市・長島町） ０９９６－７５－２４０１ ０９９６－７５－２４１０

3 出水市緑町１番３号（出水市） ０９９６－６３－４０４５ ０９９６－６３－４１２２

4 阿久根市鶴見町２００番地（阿久根市） ０９９６－７３－１２４０ ０９９６－７２－２０２９

5 出水郡長島町鷹巣1875番地1（長島町） ０９９６－８６－１１４６ ０９９６－８６－０９５０

2 一般相談支援事業所

障害者支援施設の入所者や精神科病院に長期入院している人が、地域で生活できるように様々な支援を行います。

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市麓町２９番１号 ０９９６－６８－１１１４ ０９９６－６８－１１１４

阿久根市脇本９１８５番地２ ０９９６－７５－２４０１ ０９９６－７５－２４１０

出水市高尾野町下高尾野２２１６番地１ ０９９６－６４－２００６ ０９９６－８２－５７１１

3 指定特定相談支援事業所

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市麓町３０番６３号 ０９９６－６２－７３９９ ０９９６－６３－５９１１

2 出水市昭和町５５番１０号 ０９９６－６２－８１６６ ０９９６－７９－３３５０

０８０－６４７２－４９４２

０９９６－６３－８５６１（北星園）

4 出水市野田町下名６３２２番地５ ０９９６－７９－４１１８ ０９９６－７９－４１４８

5 出水市緑町24番25号   2F 090-8760－０５５６ ０９９６－６８－１２３２

休 出水市平和町４７７番地２ ０９９６－６８－６６６０ ０９９６－６８－５１００

出水市高尾野町下高尾野２２１６番地１ ０９９６－６４－２００６ ０９９６－８２－５７１１

阿久根市脇本６９２１番地 ０９９６－７５－２４０１ ０９９６－７５－２４１０

7 阿久根市折口１６２７番地５ ０９９６－６８－１７１７ ０９９６－７５－３３３８

8 阿久根市鶴見町２０４番地２ ０８０－３７３６－０７４０

9 長島町平尾２２１番地 ０９９６－８８－２６６８ ０９９６－８８－２６６８

◎ 訪問系サービス・・・在宅への訪問などにより行うサービスです。

4 居宅介護（ホームヘルプ）

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市緑町４０番５０号 ０９９６－６３－６７７６ ０９９６－６３－６７７８

2 ニチイケアセンター出水 出水市昭和町１７番２２号 ０９９６－６３－５８０３ ０９９６－６３－５８０５

3 ニチイケアセンター五万石 出水市中央町１６００番地 ０９９６－６３－４５４９ ０９９６－６２－４５１９

4 出水市高尾野町大久保６３９番地1　Mテナントビル1F ０９９６－６５－６７６２ ―

5 出水市平和町９７番地 ０９９６－６３－７５６４ ０９９６－６３－７５６０

6 出水市高尾野町大久保１６番地１ ０９９６－８２－５５０７ ０９９６－６８－８０１０

7 出水市上鯖渕１４７５番地３ ０９９６－７９－４８３９ ０９９６－７９－４８４０

8 出水市野田町上名８３０番地４ ０９９６－８４－３８０６ ０９９６－８４－３８６５

9 阿久根市折口１６２７番地８ ０９９６－７５－３３３９ ０９９６－７５－３３３８

10 阿久根市鶴見町１６７番地 ０９９６－７２－３８００ ０９９６－７２－３８０２

11 阿久根市塩浜町２丁目２２番地 ０９９６－７２－７４６６ ０９９６－７２－７４６６

12 阿久根市鶴見町２０１番地　林ビル１F２号室 ０９９６－７２－５００９ ―

あいわの里相談支援センター

出水市　福祉課

阿久根市　福祉課

施設名

「集（つどい）」

相談支援センターおれんじの家

長島町　福祉事務所

施設名

出水地区障害福祉施設一覧 （令和５年４月１日現在）

相談支援…障がい者(児）や家族からの相談を受けたり、福祉サービス利用にあたっての支援を行
います。

障がい者やその保護者を対象に、日常生活や障害福祉サービスの利用などについての相談をお受けします。

施設名

出水市基幹相談支援センター集（つどい）

出水市基幹相談支援センター集（つどい）

障害福祉サービス等を利用するにあたり必要となるサービス等利用計画を作成します。

相談事業所　かけはし

出水市黄金町４４３番地２ ０９９６－６８－１３５０（北星園）

あいわの里支援センター

相談支援事業所　やはず

障がい者相談支援事業所ふたば

相談支援事業所　ぽんぽこ

自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。

相談支援事業所　心

相談支援事業所　虹のかけはし　アクネ

ニチイケアセンター阿久根

施設名

ふくしサービスセンター　愛ちゃん

ニチイケアセンター高尾野

出水市社会福祉協議会居宅介護事業所

出水市社協高尾野支所居宅介護事業所

５０

ヘルパーステーション　コミュニティケアいずみ

コミュニティケアいずみ　野田サテライト

デイハウスふたば折多

阿久根市社会福祉協議会居宅介護事業所

ヘルパーステーションうきぐも阿久根

6 あいわの里相談支援センター

2

3 相談支援センター　ほくせい



5 重度訪問介護

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市緑町４０番５０号 ０９９６－６３－６７７６ ０９９６－６３－６７７８

2 ニチイケアセンター五万石 出水市中央町１６００番地 ０９９６－６３－４５４９ ０９９６－６２－４５１９

3 出水市高尾野町大久保６３９番地1　Mテナントビル1F ０９９６－６５－６７６２ ―

4 出水市平和町９７番地 ０９９６－６３－７５６４ ０９９６－６３－７５６０

5 出水市高尾野町大久保１６番地１ ０９９６－８２－５５０７ ０９９６－６８－８０１０

6 出水市上鯖渕１４７５番地３ ０９９６－７９－４８３９ ０９９６－７９－４８４０

7 出水市野田町上名８３０番地４ ０９９６－８４－３８０６ ０９９６－８４－３８６５

8 阿久根市折口１６２７番地８ ０９９６－７５－３３３９ ０９９６－７５－３３３８

9 阿久根市鶴見町１６７番地 ０９９６－７２－３８００ ０９９６－７２－３８０２

10 阿久根市塩浜町２丁目２２番地 ０９９６－７２－７４６６ ０９９６－７２－７４６６

6 同行援護

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市中央町１６００番地 ０９９６－６３－４５４９ ０９９６－６２－４５１９

2 出水市高尾野町大久保６３９番地1　Mテナントビル1F ０９９６－６５－６７６２ ―

3 出水市上鯖渕１４７５番地２ ０９９６－７９－４８３９ ０９９６－７９－４８４０

4 出水市野田町上名８３０番地４ ０９９６－８４－３８０６ ０９９６－８４－３８６５

7 行動援護

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市平和町９７番地 ０９９６－６３－７５６４ ０９９６－６３－７５６０

2 出水市高尾野町大久保１６番地１ ０９９６－８２－５５０７ ０９９６－６８－８０１０

3 阿久根市鶴見町１６７番地 ０９９６－７２－３８００ ０９９６－７２－３８０２

8 短期入所（ショートステイ）

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市美原町３１５１番地 ０９９６－６３－８５６１ ０９９６－６８－１３５０

2 出水市明神町１８４５番地１ ０９９６－６７－００５０ ０９９６－６７－０３３５

3 阿久根市折口１６２７番地８ ０９９６－７５－３３３９ ０９９６－７５－３３３８

4 阿久根市脇本９１８５番地２ ０９９６－７５ー２４００ ０９９６－７５－０９６８

9 重度障害者等包括支援

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1

重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。

施設名

ふくしサービスセンター　愛ちゃん

ニチイケアセンター高尾野

出水市社会福祉協議会居宅介護事業所

出水市社協高尾野支所居宅介護事業所

ヘルパーステーション　コミュニティケアいずみ

コミュニティケアいずみ　野田サテライト

デイハウスふたば折多

阿久根市社会福祉協議会居宅介護事業所

ニチイケアセンター高尾野

ヘルパーステーション　コミュニティケアいずみ

コミュニティケアいずみ　野田サテライト

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移
動の補助などをします。

施設名

ヘルパーステーションうきぐも阿久根

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に、外出時において当該障がい者等に同行し、移
動に必要な情報を提供するともに、移動の援護その他の当該障がい者等が外出する際の必要な援助を行いま
す。

施設名

ニチイケアセンター五万石

出水市社会福祉協議会居宅介護事業所

出水市社協高尾野支所居宅介護事業所

阿久根市社会福祉協議会居宅介護事業所

家で介護を行う人が病気などの場合、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

施設名

障がい者支援施設　北星園

障害者支援センター　ぬくもり園

デイハウスふたば折多

あいわの里支援センター

常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包
括的に提供します。

施設名

出水地区には無し

５１



◎ 日中活動系サービス・・・・・施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。

10 生活介護

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市高尾野町下高尾野２２１６番地１ ０９９６－６４－２００６ ０９９６－８２－５７１１

2 出水市美原町３１５１番地番地 ０９９６－６３－８５６１ ０９９６－６８－１３５０

3 出水市平和町９５番地 ０９９６－６３－０１２０ ０９９６－６３－０１２０

4 出水市明神町１８４５番地１ ０９９６－６７－００５０ ０９９６－６７－０３３５

5 出水市上知識町８０６番地 ０９９６－６３－１１００ ０９９６－６３－２３４５

6 出水市荘２３９３番地 ０９９６－６５－６５００ ０９９６－６５－６５０１

7 出水市向江町２１番２６号 ０９０－６２９９－７８５８ ０９９６－６３－６６８８

8 出水市美原町１７７５番地 ０９９６ー７９ー３２１７ ０９９６ー７９ー３２１８

9 阿久根市脇本９１８５番地２ ０９９６－７５－２４００ ０９９６－７５－０９６８

10 阿久根市脇本６９２３番地１ ０９９６－６４－３７１１ ０９９６－７５ー３３４１

11 阿久根市折口１６２７番地８ ０９９６－７５－３３３９ ０９９６－７５－３３３８

12 出水郡長島町平尾２２１番地 ０９９６－８８－２８８８ ０９９６－８８－２８８８

11 療養介護

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1

12 自立訓練（機能訓練）

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1

13 自立訓練（生活訓練）

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市平和町４７７番地２ ０９９６－７９－３３６６ ０９９６－６８－５１００

14 就労移行支援

№ 所在地 電話番号 FAX番号

休 出水市平和町９５番地 ０９９６－６３－０１２０ ０９９６－６３－０１２０

2 阿久根市脇本９１８５番地２ ０９９６－７５－２４００ ０９９６－７５－０９６８

15 就労継続支援Ａ型（雇用型）

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市平和町４７７番地２ ０９９６－６２－１５０１ ０９９６－６８－５１００

2 出水市上知識町２６９番地 ０９９６－７９－３９００ ０９９６－７９－３９０１

3 出水市高尾野町上水流８８９番地１ ０９９６－８２－４３６３ ０９９６－８４－２３０３

4 出水市浦田町９８番地 ０９９６－６８－１１６１ ０９９６－６８－１１６２

5 出水市高尾野町柴引７番地９ ０９９６－８２－５２５５ ０９９６－８２－５２５５

6 出水市野田町上名５９９２番地２ ０９９６－７９－４７００ ０９９６－７９－４７００

7 阿久根市本町１３０番地 ０９９６－７９－４８５０ ０９９６－７９－４８５０

8 阿久根市折口３２７３番地１ ０９９６－７５－２１８６ ０５０－３４５７－９５６４

常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

施設名

デイ支援センター　みんなの力

障がい者支援施設　北星園

障害者支援センター　いずみ園

障害者支援センター　ぬくもり園

レストケア出水デイ・ホスピスセンター　蘭

ぐろーあっぷ

あいわの里支援センター

あいわの里アネックスセンター

デイハウスふたば折多

生活介護事業所　みなも

NPO法人　長島福祉作業所　ぽんぽこ村3丁目

医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。

施設名

出水地区には無し

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能の向上に必要な訓練を行います。

施設名

出水地区には無し

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における生活能力向上に必要な訓練を行います。

施設名

多機能型事業所　紫尾の里

就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画
に基づき行います。

施設名

障害者支援センター　いずみ園

あいわの里支援センター

一般企業等での就労が困難な65歳未満の方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労
に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

施設名

就労継続支援Ａ型　やはず園

株式会社地産地消　心のきずな

特定非営利活動法人　あゆみ

株式会社 まつぼっくり

ライフサポート　出水

株式会社 しおかぜ

就労継続支援Ａ型事業所　グッドフィールド

５２

特定非営利活動法人 さぽーとすてーしょん　まる

GREEN



16 就労継続支援Ｂ型（非雇用型）

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市昭和町５５番１０号 ０９９６－６２－８１５５ ０９９６－７９－３３５０

2 出水市平和町１０１２番地 ０９９６－６３－６９３５ ０９９６－６３－６９３５

3 出水市高尾野町下高尾野２２１６番地１ ０９９６－６４－２００６ ０９９６－８２－５７１１

4 出水市麓町２９番１号 ０９９６－６２－７０１０ ０９９６－６２－７０１０

5 出水市平和町９５番地 ０９９６－６３－０１２０ ０９９６－６３－０１２０

6 出水市野田町下名５２７９番地１ ０９９６－８４－３３２８ ０９９６－８４－３３２８

7 出水市平和町４７７番地２ ０９９６－７９－３３６６ ０９９６－６８－５１００

8 出水市明神町１８４５番地１ ０９９６－６７－００５０ ０９９６－６７－０３３５

9 出水市大野原町1727番地2 ０９９６－６２－２２４８ ０９９６－８２－３５６１

10 出水市高尾野町柴引２８０８番地 ０９９６－８２－１２８９ ０９９６－８２－１２８９

11 出水市高尾野町柴引７番地９ ０９９６－８２－５２５５ ０９９６－８２－５２５５

12 阿久根市脇本７１７６番地１ ０９９６－７５－３７５５ ０９９６－７５－２２５５

13 阿久根市折口１６２７番地８ ０９９６－７５－３３３９ ０９９６－７５－３３３８

14 阿久根市山下９６１番地 ０９９６－７９－３９１７ ０９９６－７９－３９１７

15 阿久根市脇本９１８５番地２ ０９９６－７５－２４００ ０９９６－７５－０９６８

16 出水郡長島町平尾２２１番地 ０９９６－８８－２８８８ ０９９６－８８－２８８８

17 出水郡長島町平尾１２４番地２ ０９９６－８８－２８８８ ０９９６－８８－２８８８

17 自立生活援助

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1

18 就労定着支援

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市平和町４７７番地２ ０９９６－６２－１５０１ ０９９６－６８－５１００

◎ 居住系サービス・・・・・入所施設で住まいの場としてのサービスを行います。

19 施設入所支援

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市美原町３１５１番地 ０９９６－６３－８５６１ ０９９６－６８－１３５０

2 阿久根市脇本９１８５番地２ ０９９６－７５－２４００ ０９９６－７５－０９６８

20 共同生活援助（グループホーム）

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市平和町４６１番地１ ０９９６－６３―０１２０ ０９９６－６３―０１２０

2 出水市麓町３０番６８号 ０９９６－６３－２８７８ ―

3 出水市麓町７９３番地 ０９９６－６２－９５０１ ０９９６－６２－１５４３

4 出水市中央町１３５４番地 ０９９６－６２－３３５５ ０９９６－６２－３３５５

5 出水市高尾野町大久保１２３１番地１ ０９９６－６４－２００５ ０９９６－８２－１３８８

6 出水市知識町２９５番地 ０９９６－６２－１５０１ ０９９６－６８－５１００

7 阿久根市折口１６７８番地１４ ０９９６－７５－３３３６ ０９９６－７５－３３３７

8 阿久根市折口４５０４番地３ ０９９６－７５－２１８６ ０５０－３４５７－９５６４

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、就労への移行に向けた知識及び能力の向上
のために必要な訓練を行います。

施設名

おれんじの家

おれんじの家　平和町分場

デイ支援センター　みんなの力

パン工房「Ｗｉｌｌ」（ウィル）

障害者支援センター　いずみ園

障害者支援センターいずみ園　野田分場

多機能型事業所　紫尾の里

障害者支援センター　ぬくもり園

就労支援センター　ゆいわーく

Ｓｕｎ ｐｅａｃｅ（サンピース）

デイハウスふたば脇本

デイハウスふたば折多

ライフサポート　出水

さぽーとすてーしょん　どら

あいわの里支援センター

NPO法人　長島福祉作業所　ぽんぽこ村

NPO法人　長島福祉作業所　工房ぽんぽこ

障害支援施設若しくは共同生活援助又は精神科病院に入院していた方が、居宅における自立した日常生活を
営むために定期的な巡回、訪問、相談対応等を行い、状況を把握し、必要な情報の提供、助言、相談や関係
機関との連絡調整等を行います。

施設名

出水地区には無し

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援A型・Ｂ型を利用して、一般就労された方の就労の継
続を図るため、企業、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を
営む上での問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

施設名

就労定着支援事業所　ＮＥＸＴＡＧＥ

施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

共同生活援助事業所　一ツ葉

グループホームCo-G

グループホームふたば

施設名

北星園

障害者支援施設あいわの里支援センター

地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。また、必要な方については入
浴、排せつ及び食事等の介助も受けられます。

施設名

グループホーム　太陽

５３

あたご寮

ふもと寮

ほくせいの家　彩（いろどり）

千間山ケアホウム



◎ 地域生活支援事業・・・市町村が地域の実情に応じて事業を行います。

21 移動支援事業

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市平和町９７番地 ０９９６－６３－２１４０ ０９９６－６３－７５６０

2 出水市上鯖渕１４７５番地３ ０９９６－７９－４８３９ ０９９６－７９－４８４０

3 出水市野田町上名８３０番地４ ０９９６－８４－３８０６ ０９９６－８４－３８６５

4 出水市平和町４７７番地２ ０９９６－６３－８０２３ ０９９６－６８－５１００

5 阿久根市折口１６２７番地８ ０９９６－７５－３３３９ ０９９６－７５－３３３８

6 阿久根市脇本７１７６番地１ ０９９６－７５－３７５５ ０９９６－７５－２２５５

7 阿久根市脇本９１８５番地２ ０９９６－７５－２４００ ０９９６－７５－０９６８

22 日中一時支援事業

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市美原町３１５１番地 ０９９６－６３－８５６１ ０９９６－６８－１３５０

2 出水市高尾野町下高尾野２２１６番地１ ０９９６－６４－２００６ ０９９６－８２－５７１１

3 出水市高尾野町大久保５５５番地２ ０９９６－８２－３６７８ ０９９６－８２－３５６１

4 出水市明神町１８４５番地１ ０９９６－６７－００５０ ０９９６－６７－０３３５

5 出水市荘２３９３番地 ０９９６－６５－６５００ ０９９６－６５－６５０１

6 出水市美原町１７７５番地 ０９９６ー７９ー３２１７ ０９９６ー７９ー３２１８

7 出水市高尾野町柴引１２番地１ ０９９６－７９－４３０５ ０９９６－７９－４３０６

8 出水市平和町４７７番地２ ０９９６－６３－８０２３ ０９９６－６８－５１００

9 阿久根市脇本９１８５番地２ ０９９６－７５－２４００ ０９９６－７５－０９６８

10 阿久根市折口１６２７番地８ ０９９６－７５－３３３９ ０９９６－７５－３３３８

11 阿久根市脇本７１７６番地１ ０９９６－７５－３７５５ ０９９６－７５－２２５５

12 阿久根市脇本６９２３番地１ ０９９６－６４－３７１１ ０９９６－７５ー３３４１

13 出水郡長島町平尾２２１番地 ０９９６－８８－２８８８ ０９９６－８８－２８８８

23 地域活動支援センター

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市麓町３０番６３号 ０９９６－６２－７３９９ ０９９６－６３－５９１１

2 出水市美原町３１５１番地 ０９９６－６３－８５６１ ０９９６－６８－１３５０

3 阿久根市脇本９１８５番地２ ０９９６－７５－２４００ ０９９６－７５－０９６８

24 福祉ホーム

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 阿久根市折口１６２７番地８ ０９９６－７５－３３３９ ０９９６－７５－３３３８

◎ 障害児通所支援…障がい児や支援の必要な児童に対し、療育等の支援を行います。

25 障害児相談支援事業所

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市麓町３０番６３号 ０９９６－６２－７３９９ ０９９６－６３－５９１１

2 出水市昭和町５５番１０号 ０９９６－６２－８１６６ ０９９６－７９－３３５０

０８０－６４７２－４９４２

０９９６－６３－８５６１（北星園）

4 出水市緑町２４番２５号２Ｆ ０９０－８７６０－０５５６ ０９９６－６８－１２３２

休 出水市平和町４７７番地２ ０９９６－６８－６６６０ ０９９６－６８－５１００

出水市高尾野町下高尾野２２１６番地１ ０９９６－６４－２００６ ０９９６－８２－５７１１

阿久根市脇本６９２１番地 ０９９６－７５－２４０１ ０９９６－７５－２４１０

6 阿久根市折口１６２７番地５ ０９９６－６８－１７１７ ０９９６－７５－３３３８

7 阿久根市折口１８０７番地３ ０９９６－７９－３５８９ ０９９６－７９－３５９０

8 阿久根市鶴見町２０４番地２ ０８０－３７３６－０７４０

9 長島町平尾２２１番地 ０９９６－８８－２６６８ ０９９６－８８－２６２６

相談支援事業所　虹のかけはし　アクネ

日中において監護するものがいないため、見守り等の支援が必要な障がい者を一時的に預かり、日中におけ
る活動の場を提供します。

施設名

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出を支援します。ただし、通勤、営業活
動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出に対しては利用できません。

施設名

出水市社会福祉協議会
ヘルパーステーション　コミュニティケアいずみ

やはず園

あいわの里支援センター

北星園

デイ支援センター　みんなの力

障害者支援センター　ぬくもり園

ぐろーあっぷ

あいわの里支援センター

やはず園

福祉事業所オープンハウス　さくらんぼ

児童発達サポート　にこ

あいわの里支援センター【Ⅱ型】

住居を求めている障がい者に低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜
を供与します。

施設名

福祉ホームふたば（ふたば折多内）

デイハウスふたば折多

デイハウスふたば脇本

あいわの里アネックスセンター
NPO法人　長島福祉作業所　ぽんぽこ村3丁目

創作的活動や生産活動の機会を提供したり、機能訓練や社会適応訓練を実施するなど、さまざまな活動を支
援します。

施設名

相談支援事業所　やはず

障がい者相談支援事業所ふたば

相談支援センターこじか

相談支援事業所　心

障害児通所支援を利用するにあたり必要となる障害児支援利用計画を作成します。

施設名

「集（つどい）」

5 あいわの里相談支援センター

相談支援事業所　ぽんぽこ

５４

3 相談支援センター　ほくせい 出水市黄金町４４３番地２ ０９９６－６８－１３５０（北星園）

相談支援センター　おれんじの家

「集（つどい）」【Ⅰ型】

生活介護事業所　みなも

地域活動支援センター東光【Ⅱ型】

コミュニティケアいずみ　野田サテライト

デイハウスふたば折多

デイハウスふたば脇本



26 児童発達支援センター

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市高尾野町下高尾野２２１６番地１ ０９９６－６４－２００６ ０９９６－８２－５７１１

2 阿久根市脇本６９２１番地 ０９９６－７５－２０３１ ０９９６－７５－３５０３

3 阿久根市折口１８０７番地３ ０９９６－７９－３５８９ ０９９６－７９－３５９０

27 児童発達支援事業

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市向江町１１番２７号 ０９９６－６３－８０４７ ０９９６－６３－８３４６

2 出水市上知識町８０６番地 ０９９６－６３－１１００ ０９９６－６３－２３４５

3 出水市大野原町１０７８番地２ ０９９６－６８－６０４０ ０９９６－６２－６８００

4 出水市中央町784番地4 ０９９６－６８－８８９５ ０９９６－６８－８８９６

5 出水市向江町１番４５号 ０９９６－６８－１４０８ ０９９６－６８－１４０７

6 出水市大野原町３０８番地 ０９９６－７９－３211 ０９９６－７９－３２１４

7 出水市米ノ津町４４番３２号 ０９９６－６８－１１５７ 0９９６－６８－１１６５

8 出水市高尾野町柴引１２番地１ ０９９６－７９－４３０５ ０９９６－７９－４３０６

9 出水市下鯖町２１４１番地 ０９９６－６４－８２３０ ０９９６－６４－８２３１

10 出水郡長島町平尾２２４番地１ ０９９６－８８－３５５５ ０９９６－８８－２６２６

28 放課後等デイサービス

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市高尾野町大久保５５５番地２ ０９９６－８２－３６７８ ０９９６－８２－３５６１

2 出水市高尾野町下高尾野２２１６番地１ ０９９６－６４－２００６ ０９９６－８２－５７１１

3 出水市下鯖町２１４１番地 ０９９６－６４－８２３０ ０９９６－６４－８２３１

4 出水市上知識町８０６番地 ０９９６－６３－１１００ ０９９６－６３－２３４５

5 出水市本町１７番２０号 ０９９６－７９－３１７７ ０９９６－７９－３１７７

6 出水市大野原町３０８番地 ０９９６－７９－３２３２ ０９９６－７９－３２３４

7 出水市昭和町１３番２５号 ０９９６－６８－８１５５ ０９９６－６８－８１５６

8 出水市大野原町１０７８番地２ ０９９６－６８－６０４０ ０９９６－６２－６８００

9 出水市高尾野町柴引2812番地1 ０９９６－６８－８８６７ ０９９６－６８－８８６８

10 出水市明神町1743番地1 ０９９６－６８－８９８５ ０９９６－６８－８９８６

11 阿久根市赤瀬川９２０番地３ ０９９６－７２－３１７８ ０９９６－７２－３１７８

12 阿久根市脇本６９２１番地 ０９９６－７５－２０３１ ０９９６－７５－３１７８

13 阿久根市脇本６９２３番地１ ０９９６－６４－３７１１ ０９９６－７５ー３３４１

14 阿久根市波留１３１２番地１ ０９９６－６８－８７１１ ０９９６－６８－８７１２

15 出水郡長島町平尾２２４番地１ ０９９６－８８－３５５５ ０９９６－８８－２６２６

29 居宅訪問型児童発達支援

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1

30 保育所等訪問支援

№ 所在地 電話番号 FAX番号

1 出水市下鯖町２１４１番地 ０９９６－６４－８２３０ ０９９６－６４－８２３１

2 阿久根市脇本６９２１番地 ０９９６－７５－２０３１ ０９９６－７５－３５０３

3 阿久根市折口１８０７番地３ ０９９６－７９－３５８９ ０９９６－７９－３５９０

あいわの里子ども療育センター

心身に障がいがある未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。
併せて、保育所等訪問支援など施設外での支援も行い、地域の療育支援の中核を担います。

施設名

デイ支援センター　みんなの力

あいわの里子ども療育センター

放課後キッズインステップたかおの

阿久根市子ども発達支援センターこじか

心身に障がいがある未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

施設名

児童デイサービス　ひだまり

レストケア出水デイ・ホスピスセンター　蘭

発達支援ルーム　ここすてっぷ西出水

チャイルドケア　エイトぱれっとぷらす

児童発達サポート　にこ

きっず・もも　Ｓｔｅｐｓ

放課後くらぶ　エイトプラス

施設名

児童発達支援事業所　いちごいち咲

チャイルドケア　エイトぱれっと

通所支援サービス事業所　きっずぽんぽこ

心身に障がいがある学齢期の児童に、放課後や夏休み等の居場所を提供し、日常生活における基本的な動作
の指導や適応訓練等を行います。

施設名

来ゃん

放課後キッズインステップ

通所支援サービス事業所　きっずぽんぽこ

施設名

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

５５

きっず・もも　Ｓｕｐｐｏｔ

阿久根市子ども発達支援センターこじか

あいわの里子ども療育センター

あいわの里アネックスセンター

出水地区には無し

児童発達支援施設　あすなろ

専門職が障がい児のいる保育所等の施設を訪問し、他の児童との集団生活に溶け込めるように支援を行います。

放課後くらぶ　エイトぴーす

発達支援ルーム　ここすてっぷ西出水

放課後デイサービス　え～る

児童発達支援事業所　いちごいち咲

デイ支援センター　みんなの力

きっず・もも　Ｊｕｍｐ

レストケア出水デイ・ホスピスセンター　蘭

放課後くらぶ　エイト
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障がいのある人を虐待から守りましょう 

平成 24 年 10 月 1 日から「障害者虐待防止法」が施行されました。  

 

障害者虐待防止法（正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対す

る支援等に関する法律」）は、家庭や施設で暮らす障がい者や働く場での障

がい者への虐待の防止と保護、また障がい者を支える介護者を支援する法律

です。   

 対象となるのは、身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含

む）のある人やそのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活

や社会生活が困難で援助が必要な人です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者虐待はどこの家庭でも起こりうる問題です。虐待している人に認識

がない場合や虐待されている人が認識できないで被害を訴えられない場合

があります。  

虐待を受けたときや、見たり聞いたりしたときは、下記までお知らせくだ

さい。  

 

【相談・届出・通報先】  

 出水市虐待防止センター「集（つどい）」   

電  話・FAX ６８―１１１４  

※ 福祉課でも随時連絡・相談等受け付けています。   

虐待の種類 ・養護者による虐待  ・使用者による虐待  

・障害者福祉施設従事者等による虐待  

◆こんなことが虐待にあたります。 

身 体 的 虐 たたく、蹴る、縛りつける、閉じ込める  

性 的 虐 待 わいせつなことをしたり、させたりする  

心理的虐待 怒鳴る、子ども扱いする、無視する  

放棄・放任 食事を与えない、医療・福祉を受けさせない  

経済的虐待 年金や賃金を渡さない、勝手に財産を使う  
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　障害者就労施設等で働く、障がいのある方の経済面の自立を進めるため、

本市では障害者優先調達推進法に基づき、物品等の調達推進方針を策定し、

障害者就労施設が受注可能な物品や各種作業等は、当該施設に発注するよう

取り組んでいます。

　市民の皆さんも、この法律の趣旨を御理解

いただき利用促進に御協力をお願いします。

（企業、団体、個人は問いません。）

◎利用先一覧

施設名／電話番号 取り扱い品目等 施設名／電話番号 取り扱い品目等

いずみ園 花苗、木工製作品 ゆいわーく ゼリー、プリン

☎63-0120 除草作業、花植込み ☎62-2248 除草、剪定、農作業

紫尾の里 室内清掃、農作業 パン工房　Will 食パン

☎79-3366 墓守（墓の清掃） ☎62-7010 菓子パン

おれんじの家 花苗、公園維持管理 まつぼっくり 弁当、お惣菜

☎62-8155 除草作業、軽作業 ☎68-1161 精進料理

みんなの力 腐葉土、除草作業 ぬくもり園 椎茸、プチトマト

☎64-2006 内職、施設外就労 ☎67-0050 除草、剪定、農作業

心のきずな 野菜、そば、清掃 サンピース 除草作業、剪定作業

☎79-3900 除草、剪定、農作業 ☎82-1289 農作業

やはず園 クリーニング まる 除草作業、農作業

☎62-1501 清掃作業、家守 ☎79-4700 施設外就労

※他にも取り扱いがありますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

　金額・納期等は、事前にお確かめください。

その仕事､障害者就労施設に発注できませんか？

除草･剪定

野 菜 農作業

弁当･パン 清掃作業

腐葉土 軽作業等

花 苗

障害者優先調達推進法
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障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例 

平成 2６年 10 月 1 日からが施行されました。  

 

条例を作った目的は？  

障がいを理由とする差別をなくし、障がいに対する理解を深めることで、

障がいのある人が障がいのない人と同じように日常生活を過ごし、社会活動

や経済活動、文化活動に参加できる社会づくりを進めることを目的として制

定しました。  

 

障がいを理由とする差別は？  

１  障がいを理由とする不利益な取扱い  

２  合理的配慮の不提供（通行しにくい通路や障がいのある方への偏見など） 

 

障がいを理由とする差別を受けたら？  

県の相談員、市町村にご相談下さい。助言や話し合いで問題解決を図ります。  

相談窓口  

鹿児島県保健福祉部障害福祉課   電話  ０９９－２８６－５１１０  
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成年後見制度について 
 

成年後見制度とは？  

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分ではない方々

は、不動産や預貯金などの財産の管理や、介護サービスや施設入所などに関

する契約、遺産分割の協議など、様々な場面で自分で行うことが難しい場合

があります。  

 また、自分に不利益な契約などであっても、よく判断ができずに契約して

しまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。  

このような判断能力が不十分な方々を保護・支援するため、成年後見制度

があります。  

 

成年後見制度にはどのようなものがある？  

 成年後見制度は、本人の判断能力が不十分になった時のための「任意後見

制度」と、本人の判断能力が不十分な方のための「法定後見制度」に分かれ

ます。  

 法定後見制度では、判断能力の差に応じて、「後見」「保佐」「補助」の３つ

に分かれており、本人の状況に応じ制度を利用できるようになっています。  

 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、

本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、

本人が自分で法律行為をする場合に同意を与えたり、本人が同意を得ないで

行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人の保

護と支援を行います。  

 

法定後見制度の概要  

区  分  本人の判断能力  援  助  者  

法

定

後

見  

補  助  不十分  補助人  

監督人を選任する

ことがあります。  

保  佐  著しく不十分  保佐人  

後  見  
判断能力がない・欠け

ている  
成年後見人  

任意後見制度  

本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場

合にあらかじめ本人自らが選んだ人（任意後見人）に、代わ

りにしてもらいたいことを契約（任意後見契約）で決めてお

く制度です。手続等は、公証役場で行います。  
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手続きの流れ  

 

申立て  

  本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。  

  申立てをすることができる方は、本人、配偶者、４親等内の親族等です。  

  その他、市区町村長が申立てをできる場合があります。  

  申立てに必要な書類、費用は次のとおりです。  

  ・申立書  

  ・診断書（成年後見用）  

  ・申立手数料（１件につき８００円分の収入印紙）  

  ・登記嘱託手数料（２，６００円分の収入印紙）  

  ・郵便切手  

  ・本人の戸籍謄本  など    ※詳しくは家庭裁判所へ  

調査等  

  裁判所から事情をおたずねすることがあります。  

  （本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。  

その場合、別途鑑定料がかかります。）  

審  判  

  後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。  

  後見人には、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者

等が選ばれる場合があります。  

後見等事務及び報告  

  成年後見人等は、選任後速やかに本人の財産や生活状況等を確認し、財

産目録や収支予定表を作成して家庭裁判所へ提出します。  

  本人に対し、成年後見人等としての仕事を適切に行っていきます。  

  １年に１回は、家庭裁判所へ事務の状況を報告します。  

 

その他  

申立てから法定後見の開始までの期間は、多くの場合４か月以内です。  

成年後見等は、家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行った場合には、家

庭裁判所の定めた報酬を、本人の財産から受け取ることができます。  

 

制度や手続き・費用等の詳細については  

法定後見制度・・・家庭裁判所  

任意後見制度・・・公証役場    にお尋ねください。  
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ヘルプマーク・ヘルプカードについて 

 

 

ヘルプマーク・ヘルプカードは、出水市役所福祉課及び各支所総合市民課

窓口で配布を行っています。配布は無料です。  


